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一
三
八
一
年
、
イ
ギ
リ
ス
東
部
に
起
こ
っ
た
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
一
摸
に
つ
い
て
は
、
た
い
て
い
の
高
校
教
科
書
に
書
か
れ
て
お
り
ま
す

の
で
、
何
を
い
ま
さ
ら
と
思
わ
れ
る
方
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
が
な
ぜ
起
こ
っ
た
か
、
そ
し
て
当
時
の
社
会
に
お
い
て

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

と
申
し
ま
す
の
は
、
従
来
、
ワ
ッ
ト
・
ラ
イ
タ
ー
の
一
侯
は
中
世
へ
の
決
別
を
告
げ
る
重
要
な
事
件
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
し
ば
ら
く
前
か
ら
、
こ
の
一
摸
を
イ
ギ
リ
ス
史
上
大
き
な
意
味
を
も
た
な
い
か
り
そ
め
の
事
件
と
考
え
る
研
究
者
が
増
え
て
ま
い
り
ま
し

た
。
そ
の
ど
ち
ら
の
主
張
が
よ
り
真
実
に
近
い
の
で
し
ょ
う
か
。
一
三
八
一
年
の
一
撲
後
、
六
百
年
を
過
ぎ
て
、
多
く
の
研
究
や
見
解
の
公
表

が
一
段
落
し
た
現
在
、
歴
史
解
釈
の
一
つ
の
例
と
し
て
上
記
の
問
題
を
考
え
て
ふ
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
の
事
件
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

解
釈
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
歴
史
家
の
思
考
の
多
様
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
提
起
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
解
釈
の
う
ち
か
ら
、
史
料

に
よ
っ
て
ど
の
解
釈
が
も
っ
と
も
整
合
性
を
も
つ
か
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
歴
史
学
の
妙
味
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
社
会
の
深
み
を
知
る
知
恵

を
磨
く
こ
と
に
も
な
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

今
日
は
初
め
に
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
ー
摸
の
経
緯
を
ご
く
簡
単
に
述
べ
、
こ
の
一
侯
の
経
緯
を
知
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
史
料
に
つ
い
て
多

ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
一
侯
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
解
釈
（
三
好
）

一

ワ
ッ
ド
ー
・
タ
オ
ム
フ
ー
の
一
楼
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
解
釈三
好
洋
子
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ワ
ッ
ト
・
ラ
イ
タ
ー
｜
摸
の
勃
発
お
よ
び
初
期
の
進
行
に
つ
い
て
、
そ
の
記
述
が
最
も
信
用
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
る
『
ア
ノ
ー
ー
マ
ー
ル
年

（
１
）

代
記
』
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
一
一
一
一
八
○
年
、
臨
時
税
は
い
と
も
簡
単
に
ノ
ー
サ
ン
。
フ
ト
ン
の
議
会
を
通
過
し
た
。
こ
の
臨
時
税
は
、

国
王
や
庶
民
を
欺
き
、
富
裕
者
に
薄
く
、
貧
者
に
重
く
賦
課
さ
れ
、
徴
税
人
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
ふ
え
た
の
で
、
国
王
評
議
会
は
ど
の
よ
う

（
２
）

に
徴
税
さ
れ
た
か
を
各
町
村
で
調
査
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
エ
ッ
セ
ク
ス
に
出
さ
れ
た
命
令
の
一
つ
は
ト
マ
ス
・
バ
ン
プ
ト
ン
ニ
・
日
脚
の
こ
の

国
巴
息
庁
・
口
と
い
う
そ
の
地
方
に
大
所
領
を
も
つ
者
に
送
ら
れ
た
。
聖
霊
降
臨
節
（
こ
の
年
六
月
一
一
日
）
の
前
日
、
彼
は
ブ
レ
ン
ト
ウ
ッ
ド
で
近
隣

の
村
女
か
ら
人
び
と
を
召
集
し
、
彼
に
委
ね
ら
れ
た
任
務
は
新
し
い
臨
時
税
（
第
三
回
目
の
人
頭
税
）
の
速
や
か
な
徴
収
で
あ
る
と
述
べ
た
。

フ
ォ
ピ
ン
グ
か
ら
来
た
村
人
全
員
は
、
す
で
に
臨
時
税
の
全
額
を
支
払
い
、
そ
の
支
払
い
証
書
も
も
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
以
上
は
一
文
も
支

払
え
ぬ
と
答
え
た
。
ト
マ
ス
は
ひ
ど
く
怒
っ
た
。
村
人
は
か
れ
の
仕
返
し
を
恐
れ
、
共
通
の
利
益
の
た
め
に
、
コ
リ
ン
ガ
ム
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー

ド
・
ル
・
ホ
ー
プ
の
村
人
を
誘
い
、
納
税
反
対
運
動
に
立
ち
上
が
っ
た
。
こ
の
事
件
が
導
火
線
と
な
っ
て
、
す
ぐ
に
ニ
セ
ッ
ク
ス
の
農
民
一
摸

へ
と
拡
大
し
た
。
こ
れ
を
鎮
圧
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
王
座
裁
判
所
長
官
サ
ー
・
ロ
バ
ー
ト
・
ビ
ー
ル
ナ
ッ
プ
は
捕
ら
え
ら
れ
、
再
び
こ
う

し
た
行
為
を
行
わ
な
い
と
い
う
誓
約
を
さ
せ
ら
れ
た
上
、
解
放
さ
れ
る
と
い
う
始
末
で
あ
っ
た
。

一
撲
軍
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
財
務
府
長
官
ロ
バ
ー
ト
・
ヘ
ー
ル
ズ
の
美
し
い
エ
セ
ッ
ク
ス
の
別
邸
を
襲
い
、
こ
こ
で
美
味
な
食
料
や
ワ
イ
ン

を
た
ら
ふ
く
食
べ
、
ま
た
飲
ん
だ
あ
と
、
そ
の
舘
に
火
を
放
っ
た
。
同
時
に
、
反
徒
た
ち
は
「
ケ
ン
ト
、
サ
フ
ォ
ー
ク
、
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
の
農

民
・
手
工
業
者
に
た
い
し
て
、
と
も
に
立
ち
上
が
る
よ
う
に
」
と
い
う
手
紙
を
送
っ
た
と
年
代
記
は
述
べ
て
い
る
。

年
代
記
の
記
述
は
冗
漫
な
上
、
作
者
の
偏
見
や
思
い
違
い
に
よ
り
、
内
容
が
甑
齢
し
て
い
る
の
で
、
以
下
、
し
ば
ら
く
通
説
を
か
り
て
、
一

撲
軍
の
行
動
を
要
約
的
に
述
べ
て
い
き
た
い
。
一
撲
軍
は
、
数
日
中
に
エ
セ
ッ
ク
ス
か
ら
テ
ー
ム
ズ
川
を
越
え
て
ケ
ン
ト
に
広
が
り
、
メ
イ

（
３
）

ド
ス
ト
ン
の
監
獄
を
襲
撃
し
、
収
監
中
の
ジ
ョ
ン
・
ポ
ー
ル
を
救
出
し
た
。
そ
の
指
導
者
が
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
で
あ
っ
た
。
彼
の
素
性
に
つ

少
の
こ
と
を
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
次
に
こ
の
一
摸
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
解
釈
を
ご
紹
介
し
、
最
後
に
一
つ
の
荘
園
史
料
の
中
で
ど
の

程
度
の
こ
と
が
こ
の
一
摸
に
つ
い
て
知
り
得
る
か
を
お
話
し
て
ふ
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

法
政
史
学
第
四
十
五
号

２
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い
て
、
確
か
な
こ
と
は
判
ら
な
い
が
、
百
年
戦
争
に
従
軍
し
た
経
験
を
も
つ
者
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。

六
月
十
日
、
反
徒
た
ち
は
カ
ン
タ
ベ
リ
を
占
領
し
、
翌
日
ロ
ン
ド
ン
郊
外
の
ブ
ラ
ッ
ク
ヒ
ー
ス
で
野
営
し
た
。
六
月
十
一
一
一
日
朝
、
ジ
ョ
ン
・

ポ
ー
ル
の
有
名
な
説
教
、
「
ア
ダ
ム
が
耕
し
、
イ
ー
ヴ
が
紡
い
で
い
た
と
ぎ
、
誰
が
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
で
あ
っ
た
か
」
と
い
う
古
い
こ
と
わ
ざ

を
題
目
と
す
る
説
教
が
行
わ
れ
た
。
礼
拝
を
終
え
る
と
、
反
徒
た
ち
は
ロ
ン
ド
ン
を
目
指
し
て
進
撃
し
、
遂
に
ロ
ン
ド
ン
を
占
拠
し
た
。
次
い

（
４
）

で
か
れ
ら
は
サ
ヴ
ォ
イ
宮
や
ロ
ン
ド
ン
塔
を
打
ち
壊
し
、
カ
ン
タ
ベ
リ
大
司
教
サ
イ
モ
ン
・
サ
ド
ベ
リ
や
財
務
府
長
官
ロ
バ
ー
ト
・
ヘ
ー
ル
ズ
を

殺
害
し
た
。
翌
六
月
十
四
日
、
反
徒
た
ち
は
マ
イ
ル
Ⅱ
エ
ン
ド
で
リ
チ
ャ
ー
ド
王
と
会
見
し
た
。
こ
の
と
き
反
徒
た
ち
は
「
農
奴
身
分
か
ら
の

解
放
、
エ
ー
力
当
り
四
ペ
ン
ス
で
地
代
を
固
定
す
る
こ
と
、
自
ら
の
意
志
と
正
式
の
契
約
に
よ
る
以
外
、
何
人
も
就
業
す
べ
き
で
な
い
こ
と
」

と
い
う
彼
ら
の
要
求
を
王
に
提
示
し
た
。
王
は
反
徒
の
要
求
を
す
べ
て
承
認
し
た
。
こ
れ
に
満
足
し
た
反
徒
た
ち
の
多
く
は
帰
郷
し
た
。
六
月

十
五
日
、
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
と
一
部
の
反
徒
た
ち
は
、
前
日
の
国
王
と
の
会
見
を
不
満
と
し
て
、
ス
ミ
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
で
再
び
国
王
と
会
見

し
た
。
こ
の
日
の
こ
と
に
つ
い
て
、
再
び
『
ア
ノ
ー
ニ
ー
ル
年
代
記
』
の
叙
述
を
紹
介
し
よ
う
。
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
は
ロ
ン
ド
ン
市
長
ウ
ォ

ル
ワ
ー
ス
に
呼
び
出
さ
れ
、
小
さ
い
馬
に
跨
っ
て
、
主
の
前
に
進
承
出
た
。
彼
は
馬
を
下
り
る
と
、
脆
き
、
王
の
手
を
と
り
、
腕
を
強
く
つ

か
ん
で
、
「
兄
弟
よ
、
元
気
を
出
さ
れ
よ
！
二
週
間
以
内
に
、
陛
下
は
民
衆
か
ら
こ
れ
ま
で
以
上
の
賞
賛
を
受
け
、
我
々
は
よ
き
友
と
な
る

で
あ
ろ
う
」
と
な
れ
な
れ
し
く
話
し
た
。
な
ぜ
帰
郷
し
な
か
っ
た
か
と
壬
か
ら
尋
ら
れ
ね
た
と
ぎ
、
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
は
彼
と
彼
の
仲
間
た

（
５
）

ち
の
要
求
を
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
「
こ
の
国
に
は
ウ
イ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
法
以
外
の
法
は
あ
る
べ
き
で
は
な
く
、
ま
た
、
法
手
続
き
に
よ
っ
て

法
喪
失
宣
言
は
行
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
い
か
な
る
領
主
も
一
般
人
に
た
い
し
て
領
主
権
を
行
使
し
て
は
な
ら
ず
、
国
王
を
除
い

て
万
人
は
平
等
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
聖
な
る
教
会
の
財
貨
は
司
祭
な
ど
の
教
会
人
の
手
に
握
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
聖
職
者
は
す
で

に
十
分
な
基
本
財
産
で
食
べ
て
い
け
る
の
だ
か
ら
、
残
余
は
教
区
の
人
び
と
に
分
配
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
一
人
の

司
教
、
一
人
の
修
道
院
長
が
い
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
彼
ら
の
保
有
し
て
い
る
土
地
は
適
当
な
留
保
分
を
残
し
て
没
収
さ
れ
、
民
衆
に
分
配
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
」
彼
は
さ
ら
に
言
葉
を
継
い
で
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
内
に
、
農
奴
や
農
奴
身
分
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
万
人
は
す
べ
て
自

由
で
、
一
つ
の
身
分
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。

ワ
ッ
ト
の
こ
の
一
一
一
一
口
葉
に
た
い
し
て
、
国
王
は
国
王
大
権
の
留
保
を
主
張
し
た
ほ
か
、
す
べ
て
を
認
め
た
。
そ
し
て
壬
は
ワ
ッ
ト
に
直
ち
に
帰

ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
一
摸
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
解
釈
（
三
好
）

一一一
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郷
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
貴
族
た
ち
は
黙
し
、
静
寂
が
支
配
し
た
。
や
が
て
ワ
ッ
ト
は
、
喉
の
渇
き
を
う
る
お
す
た
め
に
一
杯
の
水
を
所
望
し

た
。
彼
は
主
の
面
前
で
不
愉
快
き
わ
ま
り
な
い
無
作
法
さ
で
口
を
漱
ぐ
と
、
ビ
ー
ル
を
要
求
し
、
こ
れ
を
一
気
に
飲
糸
干
し
、
馬
上
の
人
と
な

っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
ぎ
、
国
王
の
側
近
に
仕
え
る
ケ
ン
ト
出
身
の
若
者
が
大
声
で
「
か
れ
は
ケ
ソ
ト
に
鳴
り
響
い
た
大
泥
棒
だ
」
と
叫
ん

だ
。
ワ
ッ
ト
は
こ
れ
を
聞
い
て
怒
り
に
震
え
、
「
前
に
出
ろ
」
と
怒
鳴
っ
た
。
何
回
か
の
応
酬
の
後
、
貴
族
た
ち
は
後
込
承
す
る
若
者
を
ワ
ッ

ト
の
前
に
つ
ぎ
だ
し
、
王
の
前
で
ワ
ッ
ト
が
何
を
す
る
か
を
み
よ
う
と
し
た
。
ワ
ッ
ト
は
彼
の
旗
も
ち
の
従
者
に
そ
の
若
者
の
首
を
は
ね
よ
と

命
じ
た
。
若
者
は
な
お
も
執
勧
に
、
ワ
ッ
ト
に
た
い
し
て
、
自
分
は
真
実
を
述
べ
た
だ
け
で
殺
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
何
も
し
て
い
な
い
と
抵

抗
し
た
。
ワ
ッ
ト
は
そ
の
言
葉
に
、
つ
い
に
短
剣
を
抜
い
て
壬
の
面
前
で
彼
を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
。
主
の
面
前
で
剣
を
抜
く
と
い
う
こ
の
無

礼
な
行
為
を
ふ
て
、
ロ
ン
ド
ン
市
長
ウ
ォ
ー
ル
ワ
ー
ス
は
ワ
ッ
ト
を
逮
捕
す
る
口
実
を
得
た
。
市
長
が
逮
捕
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
ワ
ッ
ト
は

短
剣
で
市
長
を
突
き
刺
し
た
。
し
か
し
、
市
長
は
衣
服
の
下
に
鎧
を
着
用
し
て
い
た
の
で
、
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
反
対
に
市
長
は
短
剣

で
ワ
ッ
ト
を
突
き
刺
し
、
首
と
頭
に
深
い
傷
を
負
わ
せ
た
。

『
ア
ノ
ニ
マ
ー
ル
年
代
記
』
に
は
、
そ
の
後
の
ロ
ソ
ド
ン
市
長
、
国
王
、
反
徒
た
ち
の
行
動
に
つ
い
て
詳
し
く
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
叙
述

を
追
う
こ
と
は
止
め
よ
う
。
指
導
者
を
失
っ
た
反
徒
た
ち
は
国
王
の
命
令
に
従
っ
て
、
武
器
を
捨
て
故
郷
に
向
か
っ
て
ロ
ン
ド
ン
を
出
発
し

た
。
数
時
間
の
う
ち
に
ロ
ン
ド
ン
は
国
王
の
統
治
す
る
首
都
に
も
ど
っ
た
。
以
上
が
こ
の
年
代
記
の
語
る
一
摸
の
大
筋
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
一
摸
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
エ
セ
ッ
ク
ス
や
ケ
ン
ト
の
糸
な
ら
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
各
地
で
同
じ
よ
う
な
騒
乱
が

（
９
）

（
７
）

相
次
い
で
起
っ
た
。
た
と
』
え
ば
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
１
が
主
導
し
た
ベ
リ
ー
。
セ
ン
ト
・
エ
ド
モ
ン
ド
を
は
じ
め
サ
フ
ォ
ー
ク
や
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
、
ケ

（
８
）

（
９
）

（
、
）

ン
ブ
リ
ッ
ジ
、
セ
ン
ト
・
オ
ー
ル
バ
ン
ズ
、
ピ
ー
タ
バ
ラ
で
も
一
摸
が
起
り
、
さ
ら
に
、
東
南
部
と
は
い
え
な
い
し
ス
タ
ー
や
ヨ
ー
ク
、
ピ

（
、
）

（
皿
）

ヴ
ァ
リ
イ
お
よ
び
ス
カ
ー
バ
ラ
、
チ
ェ
ス
タ
ー
、
ウ
ー
ス
タ
ー
、
さ
ら
に
は
ウ
イ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
や
ノ
ー
サ
ン
プ
ト
ン
な
ど
で
も
一
櫟
が
起
っ

（
旧
）

た
。
そ
れ
ら
の
一
摸
は
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
一
摸
と
は
直
接
の
関
係
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
し
、
事
実
直
接
の
関
係
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
連
鎖
的
に
起
っ
た
一
連
の
事
件
と
し
て
八
一
年
一
摸
を
考
え
る
こ
と
が
通
例
と
な
っ
て
お
り
、
私
も
ま
た
同
じ
立
場
を
と
り
た

い
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
の
表
題
は
「
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
一
摸
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
が
ロ
ン
ド
ン
に
入
城

し
、
殺
害
さ
れ
た
六
月
十
三
日
か
ら
十
五
日
ま
で
の
一
一
一
日
間
と
そ
の
前
後
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
同
じ
こ
ろ
イ
ギ
リ
ス
各
地
の
都
市
・
農
村

法
政
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史
料
一
覧
を
ご
覧
頂
け
る
と
判
る
よ
う
に
、
上
記
の
年
代
記
の
多
く
は
早
く
か
ら
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
十
九
世
紀
中
葉
か
ら
末
に
か
け
て
、

次
々
と
ロ
ー
ル
ズ
・
シ
リ
ー
ズ
の
一
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、
八
一
年
一
摸
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
も
い
う
べ
き
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の

ロ
ン
ド
ン
入
城
と
そ
の
前
後
の
反
徒
た
ち
の
動
向
を
詳
し
く
、
し
か
も
正
確
に
伝
え
る
『
ア
ノ
ー
ニ
ー
ル
年
代
記
』
は
十
九
世
紀
の
末
に
ト
レ

（
四
）

ヴ
ェ
リ
ァ
ン
に
よ
っ
て
大
英
博
物
館
の
中
で
発
見
さ
れ
、
初
め
て
学
界
に
紹
介
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

八
一
年
一
侯
研
究
の
重
要
史
料
と
し
て
こ
れ
ら
の
年
代
記
類
の
ほ
か
、
｜
摸
収
束
後
に
行
わ
れ
た
反
徒
た
ち
に
対
す
る
裁
判
記
録
書
が
残
さ

（
卯
）

れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
は
使
用
に
際
し
て
は
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
』
え
ば
、
反
徒
を
告
発
す
る
起
訴
状
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
信
用

す
れ
ば
、
反
徒
は
す
べ
て
泥
棒
や
人
殺
し
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ず
、
非
常
に
誤
っ
た
歴
史
像
を
描
く
こ
と
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
し
か

し
、
現
存
す
る
記
録
類
の
数
量
は
膨
大
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
記
録
類
を
丹
念
に
使
用
す
れ
ば
、
一
摸
の
原
因
、
ひ
い
て
は
十
四
世
紀
の
イ
ギ
リ

と
こ
ろ
で
先
ほ
ど
、
一
三
八
一
年
一
摸
の
勃
発
の
経
緯
と
そ
の
進
展
状
況
に
つ
い
て
、
「
ア
ノ
ニ
マ
ー
ル
年
代
記
』
を
基
礎
に
そ
の
概
略
を

述
べ
た
が
、
同
じ
こ
ろ
一
三
八
一
年
の
一
摸
を
記
述
し
た
も
の
と
し
て
、
お
も
に
次
の
四
つ
、
な
い
し
は
五
つ
の
年
代
記
が
よ
く
知
ら
れ
て
い

（
巧
）

る
。
そ
の
う
ち
真
瀝
性
が
最
も
一
局
い
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
前
述
し
た
『
ア
ノ
ニ
マ
ー
ル
年
代
記
」
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
ト
マ
ス
・
ウ
ォ

（
咽
）

（
Ⅳ
）

（
Ｅ
）

ル
シ
ン
ガ
ム
の
『
イ
ギ
リ
ス
史
』
、
『
イ
ギ
リ
ス
年
代
記
』
、
ヘ
ン
リ
・
ナ
イ
ト
ン
の
『
年
代
記
』
、
フ
ロ
ワ
サ
ー
ル
の
『
年
代
記
」
な
ど
が
あ

に
頻
発
し
た
都
市
の
手
工
業
者
と
農
民
の
一
摸
全
般
を
対
象
と
す
る
。
そ
こ
で
、
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
一
摸
の
代
り
に
、
一
三
八
一
年
一
摸

と
か
、
八
一
年
一
摸
と
い
う
名
称
を
使
う
こ
と
が
多
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
一
般
に
農
民
一
摸
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
の
一
摸
は
、
こ
れ

ま
で
の
研
究
に
よ
り
、
た
と
え
農
民
が
一
侯
の
主
体
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
都
市
の
諸
階
層
が
こ
の
一
摸
に
荷
担
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

（
Ｍ
）

て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
農
民
一
摸
と
い
う
一
一
一
戸
葉
に
農
村
の
手
工
業
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
都
市
の
手
工
業
者
や
中
小
商
人
な
ど
も
含
め

る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、
農
民
と
い
う
言
葉
も
一
摸
に
参
加
し
た
人
び
と
あ
る
い
は
彼
ら
と
同
様
の
立
場
に
あ
る
人
び
と
を
含
め
て
使
用
し

て
い
き
た
い
。

る
。ワ

ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
一
侯
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
解
釈
（
三
好
）

３

五
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『
ア
ノ
ー
ニ
ー
ル
年
代
記
』
は
一
摸
の
直
後
に
書
か
れ
、
一
部
の
記
述
は
作
者
が
目
撃
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

で
も
な
お
作
者
の
偏
見
が
至
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
。
や
や
冗
長
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
な
が
ら
、
こ
の
年
代
記
の
叙
述
を
借
り
て
、
本
稿
の
冒

頭
部
分
で
一
摸
の
経
過
を
詳
細
に
述
べ
た
の
は
、
当
年
代
記
の
偏
見
を
提
示
し
た
い
た
め
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
農
民
の
暴
動
鎮
圧
の
た
め
に

派
遣
さ
れ
た
王
座
裁
判
所
長
官
は
ま
こ
と
に
紳
士
的
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
、
ロ
パ
ー
ト
・
ヘ
ー
ル
ズ
の
別
邸
を
襲
い
、
そ
こ
に
貯
蔵
さ
れ
て

い
た
食
料
を
夢
中
に
な
っ
て
飲
食
す
る
反
徒
た
ち
は
ま
る
で
野
獣
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
国
王
の
面
前
に
立
っ
た
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー

に
つ
い
て
も
同
様
で
、
彼
は
胸
が
む
か
つ
く
よ
う
な
粗
野
な
礼
儀
知
ら
ず
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
一
口
に
体
制
側
の
人
す
べ

て
を
賛
美
し
て
い
る
と
は
い
い
に
く
い
点
も
あ
る
。
売
春
宿
を
経
営
す
る
成
り
上
が
り
の
者
の
ロ
ン
ド
ン
市
長
ウ
ォ
ル
ワ
ー
ス
の
悪
漢
ぶ
り
は

真
に
迫
っ
て
い
て
、
読
者
に
腹
立
た
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

フ
ロ
ワ
サ
ー
ル
の
年
代
記
は
さ
ら
に
偏
見
に
満
ち
て
い
て
、
貴
族
に
と
っ
て
好
都
合
な
と
ぎ
に
は
喝
采
を
博
し
、
不
都
合
な
こ
と
は
黙
秘
す

る
と
い
う
調
子
が
看
取
さ
れ
る
。
ク
リ
ー
ン
が
い
う
よ
う
に
、
た
し
か
に
フ
ロ
ワ
サ
ー
ル
の
年
代
記
は
高
貴
で
勇
敢
な
騎
士
を
賛
美
し
、
そ
う

し
た
人
び
と
に
慰
め
と
励
ま
し
を
与
え
る
た
め
の
文
学
作
品
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
プ
ラ
イ
ド
は
「
こ
の
年
代
記
は
欠
点
も
多
い
が
、
主
側

（
皿
）

近
、
お
そ
ら
く
ソ
ー
ル
ズ
ペ
リ
伯
の
目
撃
し
た
事
実
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
他
で
は
得
ら
れ
ぬ
貴
重
な
情
報
を
提
供
す
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。

ス
社
会
の
状
況
に
つ
い
て
貴
重
な
見
解
が
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
今
日
の
歴
史
家
た
ち
は
考
え
て
い
る
。

年
代
記
を
史
料
と
す
る
際
に
も
、
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
年
代
記
の
う
ち
、
『
ア
ノ
ニ
マ
ー
ル
年
代
記
』
は
、
ア
ン
グ
ロ

（
皿
）

Ⅱ
フ
レ
ン
チ
で
記
述
さ
れ
て
お
り
、
作
者
は
ヨ
ー
ク
の
聖
メ
ア
リ
修
道
院
の
修
道
士
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ト
マ
ス
・
ウ
オ
ル
シ
ン
ガ

ム
は
聖
オ
ー
ル
バ
ン
ズ
修
道
院
の
、
そ
し
て
へ
ン
リ
・
ナ
イ
ト
ン
は
レ
ス
タ
ー
修
道
院
の
修
道
士
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
人
は
ラ
テ
ン
語
で
年
代

記
を
書
い
て
い
る
。
ま
た
フ
ロ
ワ
サ
ー
ル
は
フ
ラ
ン
ス
の
高
級
官
僚
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
年
代
記
の
著
作
者
は
聖
職
者
と
か
高
級
官
僚
と
い

う
文
字
を
読
承
書
き
で
き
る
上
層
部
に
属
す
る
人
び
と
で
、
反
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
い
わ
ば
敵
方
の
人
び
と
で
あ
っ
た
。
年
代
記
の
作
者
た
ち

は
、
か
れ
ら
が
耳
に
し
た
こ
と
、
眼
で
承
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
と
い
わ
れ
、
そ
の
叙
述
は
た
し
か
に
生
き
生
き
と
し
て
い
る
が
、

そ
の
記
録
に
は
反
徒
に
対
す
る
偏
見
が
陰
に
陽
に
含
ま
れ
て
お
り
、
年
代
記
類
を
史
料
と
す
る
際
に
は
そ
の
こ
と
に
た
い
し
て
細
心
の
注
意
が

必
要
で
あ
る
。
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次
に
、
一
三
八
一
年
の
一
摸
は
、
何
時
ご
ろ
か
ら
歴
史
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
ほ
ぼ
、
同
時

代
の
人
び
と
に
よ
っ
て
何
種
類
も
の
年
代
記
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
反
徒
に
対
す
る
偏
見
に

満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
農
民
一
摸
の
劇
的
状
況
、
そ
の
激
し
さ
、
恐
ろ
し
さ
を
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
一
三
八
一
年
一
摸
が
勃
発

当
時
か
ら
同
時
代
人
の
耳
目
を
驚
か
す
大
事
件
だ
っ
た
こ
と
の
証
拠
で
あ
ろ
う
。
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
ー
僕
は
、
そ
の
後
も
多
く
の
人
び
と
に

よ
っ
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
『
ア
ノ
ニ
マ
ー
ル
年
代
記
』
と
し
て
発
見
さ
れ
た
写
本
が
十
六
世
紀
の
コ
ピ
ー
で
あ
る
こ
と
は
、
十
六
世
紀
の
人

（
幻
）

ぴ
と
も
こ
の
一
摸
に
深
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
一
示
す
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

年
代
記
の
記
述
に
は
そ
れ
自
体
公
平
さ
を
欠
く
ば
か
り
で
な
く
、
相
互
に
矛
盾
す
る
記
述
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
多
く
は
ご
く
短
時
日
の
う

ち
に
、
た
と
え
ば
、
ロ
ン
ド
ン
占
領
の
三
日
間
の
よ
う
に
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
こ
と
が
一
時
に
起
っ
た
た
め
に
、
目
撃
者
さ
え
こ
と
の
順
序

を
取
り
違
え
る
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
い
う
事
実
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
銅
）

八
一
年
一
摸
研
究
の
第
三
の
史
料
と
し
て
、
国
の
行
政
・
財
政
文
書
が
あ
る
。
国
王
が
公
布
し
た
命
令
書
を
始
め
と
し
て
、
議
会
の
議
事

（
鰹
）

（
妬
）

録
、
議
会
制
定
法
令
集
、
人
頭
税
徴
収
報
笙
口
書
な
ど
、
そ
の
か
な
り
の
部
分
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
こ
ろ
徴
収
さ
れ
た
十
五
分

（
妬
）

の
一
税
、
十
分
の
一
税
、
九
分
の
一
税
な
ど
の
徴
収
〈
口
帳
も
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
行
財
政
文
書
が
裁
判
記
録
文
書
や
年
代
記
と
併
用
さ
れ

る
と
き
、
八
一
年
一
摸
の
研
究
は
中
世
後
期
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
つ
い
て
よ
り
多
く
の
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
四
に
、
ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
一
櫟
、
お
よ
び
こ
れ
と
前
後
し
て
イ
ギ
リ
ス
各
地
で
起
っ
た
農
民
・
手
工
業
者
の
一
摸
の
原
因
を
全
休
的

に
考
察
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
地
域
の
社
会
状
況
や
経
済
状
況
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
都
市
や
農
村
の
地
代
帳
や
租
税
帳
、
あ

る
い
は
荘
園
裁
判
所
記
録
帳
な
ど
が
重
要
な
史
料
と
な
る
。
第
四
の
史
料
は
狭
い
地
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
全
国
的
な
動
き
と
直
接
結

び
付
か
な
い
場
合
が
多
い
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
地
域
研
究
は
重
要
な
基
礎
研
究
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
あ
と
で
紹
介
す
る
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー

・
ダ
イ
ャ
ー
の
研
究
は
地
方
史
料
と
中
央
の
史
料
と
の
併
用
を
意
図
し
た
貴
重
な
研
究
で
あ
る
。
私
も
、
こ
の
第
四
の
史
料
を
利
用
し
て
、
最

後
に
当
時
の
農
村
の
状
況
を
述
べ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

ワ
ッ
ト
タ
タ
イ
ラ
ー
の
一
摸
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
解
釈
（
三
好
）

４
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そ
の
後
ペ
ー
ジ
は
、
「
黒
死
病
来
襲
の
こ
ろ
ま
で
多
く
の
荘
園
で
賦
役
が
行
わ
れ
て
お
り
、
農
民
は
農
奴
身
分
以
外
の
こ
と
を
知
ら
ず
、
こ

の
身
分
制
度
を
改
善
し
よ
う
と
い
う
希
望
を
も
た
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
封
建
反
動
は
八
一
年
一
摸
の
原
因
と
は
な
ら
な
か
っ
た
」
と
述

（
犯
）

べ
て
、
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
を
批
判
し
た
。
プ
チ
Ⅱ
デ
ュ
タ
イ
ュ
は
ペ
ー
ジ
説
に
賛
成
し
て
、
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
は
封
建
反
動
の
証
拠
を
一
不
し
て
い
な
い
と

批
判
し
、
一
摸
の
原
因
を
探
す
た
め
に
黒
死
病
の
結
果
何
が
起
っ
た
か
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
を
提
起
し
、
次
の
よ
う
に

（
羽
）

述
べ
て
い
る
。
黒
死
病
の
被
害
は
貧
し
い
階
層
の
人
び
と
に
た
い
し
て
と
く
に
悲
劇
的
影
響
を
与
慶
え
た
。
農
業
労
働
者
は
激
減
し
、
賃
金
は
二

倍
に
上
昇
し
た
。
小
保
有
農
、
と
く
に
農
奴
の
中
に
は
荘
園
を
逃
亡
し
て
、
農
業
労
働
者
の
群
に
身
を
投
じ
る
者
が
多
く
な
っ
た
。
黒
死
病
直

後
か
ら
こ
の
逃
亡
が
始
ま
っ
た
。
領
主
は
自
分
の
所
領
の
保
有
農
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
。
一
部
の
領
主
は
耕
地
を
牧
羊
地
に
変

え
た
が
、
多
く
の
領
主
は
農
民
の
い
な
く
な
っ
た
耕
地
を
貸
出
し
、
あ
る
い
は
農
奴
を
引
き
留
め
る
た
め
に
賦
役
を
廃
止
し
た
。
し
か
し
あ
く

ま
で
古
い
経
営
方
法
に
固
執
す
る
領
主
も
い
た
。
こ
う
し
た
領
主
の
要
求
が
い
よ
い
よ
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
ぎ
、
農
奴
は
団
結
し
て
農
奴

身
分
か
ら
の
解
放
を
考
え
た
。
こ
の
運
動
が
八
一
年
一
摸
に
発
展
し
た
。
プ
チ
Ⅱ
デ
ュ
タ
イ
ュ
は
一
摸
の
原
因
を
こ
う
考
え
た
の
で
あ
る
。

（
、
）

崩
れ
始
め
た
」
と
述
べ
て
い
）
○
。

（
羽
）

十
九
世
紀
末
、
民
主
主
義
運
動
の
高
ま
り
に
呼
応
し
て
、
民
衆
の
間
に
は
八
一
年
一
侯
へ
の
憧
僚
が
掻
当
ご
た
て
ら
れ
、
同
時
に
一
摸
に
つ
い

て
の
本
格
的
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
初
期
の
最
も
優
れ
た
研
究
者
の
一
人
と
し
て
、
こ
こ
で
、
ア
ン
ド
レ
・
レ
ヴ
ィ
ー
ュ
の

（
羽
）

名
前
を
上
げ
て
お
き
た
い
。
彼
が
こ
の
論
文
を
書
き
上
げ
た
の
は
一
八
九
○
年
の
こ
と
で
あ
り
、
本
書
の
出
版
の
四
年
前
に
二
十
七
歳
で
死
亡

し
た
。
八
一
年
一
侯
の
研
究
に
裁
判
記
録
集
や
行
政
文
書
を
初
め
て
使
っ
た
の
は
彼
で
あ
る
。
彼
が
上
記
の
論
文
を
書
い
た
の
は
、
『
ア
ノ
ニ

マ
ー
ル
年
代
記
』
が
発
見
さ
れ
る
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

レ
ヴ
ィ
ー
ュ
以
前
の
研
究
者
と
し
て
、
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
や
ス
タ
ブ
ズ
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
両
者
と
も
農
奴
身
分
の
廃
棄
と
い
う
観
点
か
ら
農

民
一
摸
を
考
え
た
。
つ
ま
り
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
は
「
十
三
世
紀
末
ま
で
に
賦
役
は
金
納
化
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
黒
死
病
の
流
行
に
よ
り
、
人
口
が

激
減
し
、
直
営
地
経
営
の
た
め
の
労
働
力
不
足
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。
こ
の
た
め
賦
役
が
再
度
賦
課
さ
れ
、
こ
れ
に
抗
議
し
て
農
民
は
一
摸

（
釦
）

に
た
ち
上
っ
た
。
し
か
し
勝
利
の
果
実
は
一
摸
と
と
Ｊ
Ｄ
に
農
民
側
に
残
っ
た
」
と
。
ス
タ
ブ
ズ
ｊ
も
ま
た
、
「
農
民
一
摸
は
わ
が
国
の
歴
史
上
驚

異
的
事
件
で
あ
っ
た
…
…
農
奴
は
証
書
を
手
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
農
奴
制
に
致
命
的
一
撃
を
食
ら
わ
し
、
三
身
分
間
の
均
衡
は
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ま
た
ア
メ
リ
カ
の
先
駆
的
女
性
歴
史
家
。
〈
ツ
ト
ナ
ム
は
労
働
者
規
制
法
違
反
裁
判
に
関
す
る
膨
大
な
史
料
を
添
え
て
大
著
を
あ
ら
わ
し
、
黒

（
弧
）

死
病
、
労
働
者
規
制
法
と
の
関
連
に
お
い
て
一
一
二
八
一
年
の
一
摸
の
原
因
を
考
え
た
。
彼
女
の
説
は
す
で
に
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

ウ
オ
ル
シ
ン
ガ
ム
の
『
年
代
記
』
に
よ
っ
て
農
民
一
摸
が
起
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
聖
オ
ー
ル
・
ハ
ン
ズ
修
道
院
領
の
黒
死
病
を
研
究
し
た

（
弱
）

レ
ヴ
ェ
ッ
ト
は
、
黒
死
病
と
農
民
一
摸
を
直
接
に
関
連
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。

こ
う
し
た
研
究
と
前
後
し
て
、
カ
ニ
ン
ガ
ム
は
、
そ
の
著
書
『
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
商
工
業
の
発
達
』
に
お
い
て
、
二
摸
は
鎮
圧
さ
れ
た

と
は
い
え
旧
秩
序
を
維
持
す
る
勢
力
が
回
復
し
た
と
考
え
る
理
由
は
な
い
。
賦
役
が
領
主
た
ち
に
と
っ
て
利
益
に
な
ら
ぬ
と
悟
っ
た
と
ぎ
、
領

（
調
）

主
た
ち
は
農
奴
を
留
め
お
く
興
味
を
失
い
、
自
由
を
与
埠
Ｚ
た
。
そ
れ
は
緩
慢
な
農
業
革
命
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
リ
プ
ソ
ン
は
「
イ
ギ

（
ｗ
）

リ
ス
経
済
史
』
の
中
で
、
｜
摸
に
よ
っ
て
農
奴
制
が
終
結
に
近
づ
い
た
と
考
垈
え
た
。
以
上
の
見
解
は
観
点
や
強
弱
の
相
違
は
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
一
三
八
一
年
一
摸
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
第
一
一
次
大
戦
後
に
な
っ
て
、
一
三
八
一
年
の
一
摸
の
社
会
的
経
済
的
意
味
を
評
価
す
る
こ
と
を
檮
踏
す
る
研
究
が
出
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
メ
イ
・
マ
キ
サ
ッ
ク
は
『
十
四
世
紀
」
と
題
す
る
権
威
的
な
概
説
書
の
中
で
、
一
摸
の
原
因
を
「
宮
廷
お
よ
び
大
貴
族
邸
の
浪
費
、

租
税
の
重
圧
、
行
政
の
弱
体
、
フ
ラ
ン
ス
軍
侵
入
に
対
す
る
防
備
力
の
不
足
」
と
考
え
、
｜
摸
自
体
は
農
民
・
手
工
業
者
の
社
会
的
経
済
的
無

権
利
状
態
の
改
善
に
目
に
見
え
る
成
果
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
し
、
都
市
・
農
村
の
生
活
状
態
を
ゆ
っ
く
り
と
変
化
さ
せ
た
社
会
経
済
的
諸
力

（
犯
）

に
対
し
て
も
直
接
的
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
ば
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ポ
ス
タ
ン
は
、
『
中
世
の
経
済
と
社
会
』
の
中
で
、
「
現

（
羽
）

在
の
歴
史
家
は
一
三
八
一
年
の
一
摸
を
か
り
そ
め
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
ド
ブ
ソ
ン
は
、
彼
の
編
纂

し
た
一
三
八
一
年
一
摸
に
関
す
る
史
料
集
の
序
文
で
「
一
僕
自
体
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
を
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
㈹
）

（
似
）

し
、
ま
た
歴
史
的
に
は
不
必
要
な
事
件
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
最
近
の
研
究
に
お
い
て
次
の
諸
点
を
強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
第

一
に
、
こ
の
一
摸
は
ロ
ン
ド
ン
お
よ
び
東
南
部
に
集
中
し
て
起
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
第
二
に
、
一
摸
は
人
頭
税
反
対
の
理
由
だ
け
で
起

っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
第
三
に
、
裁
判
記
録
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
反
徒
の
大
部
分
は
農
民
で
は
な
く
、
ロ
ン
ド
ン
周
辺
の
小
都
市

（
ロ
チ
ェ
ス
タ
ー
、
メ
イ
ド
ス
ト
ン
な
ど
）
に
住
む
職
人
、
徒
弟
、
中
小
商
人
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
。
第
四
に
、
お
な
じ
記
録
は
人
頭
税
が
嫌

わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
百
年
戦
争
に
お
け
る
政
府
の
失
敗
に
反
徒
た
ち
が
腹
を
た
て
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
そ
の
上
、
狭
い
地
域
の
人
間

ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
一
摸
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
解
釈
（
三
好
）

九
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関
係
の
行
き
違
い
か
ら
生
じ
た
私
的
怨
恨
が
こ
れ
に
拍
車
を
か
げ
た
こ
と
。
」
さ
ら
に
、
彼
は
ヨ
ー
ク
、
ピ
ー
ヴ
ァ
リ
、
ス
カ
ー
バ
ラ
の
一
摸

（
蛇
）

の
研
究
に
お
い
て
、
一
一
二
七
八
年
に
フ
ラ
ン
ス
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
海
賊
船
に
襲
撃
さ
れ
て
以
来
、
こ
の
地
域
で
は
敵
の
襲
来
を
恐
れ
、
こ

れ
に
対
す
る
政
府
の
無
策
が
一
侯
に
つ
な
が
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
『
ア
ノ
ニ
マ
ー
ル
年
代
記
」
の
記
述
に
も
彼
の
主
張
を
裏

付
け
る
字
句
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
六
月
五
日
、
ダ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
に
集
合
し
た
ケ
ン
ト
の
反
徒
た
ち
に
た
い
し
て
、
海
岸
線
か
ら
一
一
一
六
マ
イ

ル
以
内
に
住
む
者
は
留
ま
っ
て
海
岸
線
を
防
御
す
べ
く
、
一
侯
に
参
加
せ
ぬ
よ
う
に
と
い
う
命
令
が
出
さ
れ
た
。
要
す
る
に
、
ド
プ
ソ
ン
は
反

徒
た
ち
の
行
為
が
自
由
へ
の
欲
求
な
ど
と
い
う
高
尚
な
も
の
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
個
人
的
、
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
の

エ
レ
ー
ナ
・
サ
ー
ル
も
、
バ
ト
ル
修
道
院
領
の
研
究
に
お
い
て
、
二
一
一
八
一
年
の
一
摸
は
百
年
戦
争
の
産
物
で
あ
っ
た
と
考
え
、
沿
岸
諸
都

（
郷
）

市
は
フ
ラ
ン
ス
の
襲
撃
に
よ
っ
て
一
衰
微
し
、
住
民
の
不
満
は
一
摸
と
な
っ
て
爆
発
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
、
一
三
八
一
年
の
一
摸
を
評
価
す
る
グ
ル
ー
プ
と
こ
れ
を
無
視
し
て
よ
い
と
考
え
る
グ
ル
ー
プ
の
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と

思
う
。
と
こ
ろ
で
、
一
九
八
一
年
、
｜
摸
六
百
年
を
記
念
し
て
、
一
摸
の
意
味
を
評
価
す
る
人
び
と
を
中
心
と
し
て
い
く
つ
か
の
著
書
、
論
文

（
“
）

集
が
出
版
さ
れ
た
（
文
献
一
覧
参
照
）
。
そ
の
一
つ
、
ヒ
ル
ト
ン
と
ア
ス
ト
ン
共
編
『
一
一
二
八
一
年
イ
ギ
リ
ス
｜
摸
』
の
序
に
お
い
て
、
ヒ
ル

ト
ン
は
中
世
の
領
主
・
農
民
関
係
に
お
け
る
政
治
的
要
因
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
長
い
間
、
少
な
く
と
も
二
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
地
方
の

レ
ベ
ル
で
進
行
し
て
い
た
領
主
・
農
民
間
の
政
治
的
争
い
が
頂
点
に
達
し
た
時
、
八
一
年
一
摸
が
起
り
、
こ
の
争
い
は
そ
の
後
も
長
く
続
い
た

と
述
べ
て
い
る
。
要
す
る
に
ヒ
ル
ト
ン
は
八
一
年
一
摸
を
封
建
的
国
家
構
造
の
危
機
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

（
妬
）

お
な
じ
著
作
の
中
で
、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ダ
イ
ア
ー
は
一
三
八
一
年
一
侯
の
社
会
経
済
的
背
景
を
考
察
し
て
い
る
。
彼
は
、
「
十
四
世
紀

後
半
に
お
け
る
賦
役
の
強
化
Ⅱ
封
建
反
動
を
支
持
す
る
史
料
は
少
な
く
、
ま
た
貨
幣
経
済
の
浸
透
に
よ
り
封
建
社
会
の
秩
序
が
崩
壊
し
、
一
侯

が
起
っ
た
と
い
う
旧
説
も
も
は
や
支
持
で
き
な
い
こ
と
」
を
指
摘
し
、
従
来
正
当
に
考
察
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
一
侯
の
政
治
的
、
宗
教
的
側
面

を
中
心
に
考
察
を
進
め
よ
う
と
問
題
を
提
起
す
る
。
方
法
と
し
て
は
、
一
侯
の
影
響
の
大
き
か
っ
た
ケ
ン
ト
、
エ
セ
ッ
ク
ス
、
サ
フ
ォ
ー
ク
、

〈
－
フ
ォ
ー
ド
四
州
の
一
○
○
以
上
の
荘
園
に
つ
い
て
、
荘
園
裁
判
所
記
録
な
ど
の
地
方
史
料
を
用
い
、
一
摸
以
前
の
四
○
年
間
の
反
徒
の
身

上
調
査
や
具
体
的
行
動
を
追
及
し
、
こ
れ
を
中
央
の
史
料
と
照
合
し
た
。

で
あ
る
。
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そ
の
結
果
一
摸
に
参
加
し
た
の
は
非
常
に
広
範
な
身
分
お
よ
び
経
済
状
態
の
人
び
と
で
、
重
心
は
や
や
上
層
に
あ
る
こ
と
、
中
に
は
か
な
り

広
い
保
有
地
を
も
つ
者
も
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
反
徒
の
多
く
は
、
｜
摸
直
前
、
荘
園
、
村
落
、
郡
な
ど
の
行
政
上
の
要
職
（
局
の
ぐ
の
の
》
・
亘
＆

己
三
ｍ
の
⑳
》
呉
盲
の
昂
、
》
煙
］
の
１
口
の
（
の
爲
叩
》
冨
罠
房
》
百
・
Ｒ
の
》
８
口
の
同
ず
の
、
の
月
・
）
に
あ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
法
や
政
治
の
機
能
を
充
分
承
知
し
て

い
た
者
が
、
実
社
会
に
対
す
る
憤
懲
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
一
摸
に
参
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
士
地
を
も
た
な
い
賃
金
労
働
者
や
フ
ァ
ム

ル
ス
な
ど
も
一
摸
に
参
加
し
た
証
拠
は
あ
る
が
、
彼
ら
は
主
導
的
役
割
を
果
た
さ
な
か
っ
た
た
め
、
史
料
的
に
そ
の
人
名
を
探
す
こ
と
は
難
し

い
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
ダ
イ
ャ
ー
は
さ
ら
に
一
撲
前
四
○
年
間
の
社
会
関
係
の
変
化
に
つ
い
て
分
析
を
進
め
、
｜
摸
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
身
分
の
人
が
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
参
加
し
て
い
た
た
め
、
一
摸
の
原
因
を
一
口
で
い
う
こ
と
は
難
し
い
が
、
要
す
る
に
固
定
し
た
領
主
権

と
変
化
す
る
農
村
社
会
と
の
間
の
緊
張
関
係
が
十
四
世
紀
末
の
政
情
不
安
を
も
た
ら
し
、
そ
う
し
た
状
況
に
お
け
る
法
の
支
配
に
対
す
る
不
満

が
領
主
に
対
す
る
憤
懲
と
な
っ
て
凝
縮
し
た
。
こ
れ
が
、
人
頭
税
の
徴
収
を
契
機
に
爆
発
し
た
の
が
、
八
一
年
一
摸
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
農
奴

制
と
い
う
一
つ
の
制
度
に
た
い
す
る
反
対
に
留
ま
ら
ず
、
封
建
的
国
家
構
造
全
体
に
た
い
ず
ろ
反
対
だ
っ
た
と
結
ん
で
い
る
。

（
妬
）

タ
ッ
ク
は
同
じ
著
作
の
中
で
、
大
領
主
お
よ
び
中
小
領
主
の
一
三
八
一
年
一
摸
に
対
す
る
対
応
に
つ
い
て
考
え
、
反
徒
を
鎮
圧
す
る
権
利
は

国
王
の
大
権
で
あ
り
、
大
領
主
も
中
小
領
主
も
勝
手
に
武
力
や
法
を
行
使
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
こ
と
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
た
。
つ
い
で
、

リ
チ
ャ
ー
ド
ニ
世
の
農
奴
解
放
状
が
八
一
年
十
一
月
の
議
会
で
無
効
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
一
摸
の
敗
北
を
考
え
る
こ
と
は
間
違
い
で
あ
り
、
農

民
が
十
四
世
紀
初
頭
以
来
の
国
王
の
財
政
的
要
求
を
取
り
つ
ぶ
し
た
点
は
大
き
な
功
績
で
あ
り
、
議
会
は
そ
の
後
人
頭
税
を
賦
課
す
る
こ
と

な
く
、
ま
た
徴
税
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
述
べ
て
、
｜
摸
の
成
功
を
評
価
し
た
。
彼
は
次
に
、
国
王
、
大
領
主
、
中
小
領
主

の
三
者
に
分
け
て
一
撲
後
八
○
年
代
末
に
い
た
る
政
情
不
安
定
の
時
代
に
お
け
る
一
一
一
者
の
動
向
を
分
析
し
、
主
領
の
農
民
は
農
奴
と
は
違
う
権

利
（
二
〕
の
冨
三
の
后
の
。
【
、
己
の
Ｒ
ｑ
の
日
の
目
の
）
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
王
は
農
奴
問
題
に
大
き
な
関
心
を
も
た
な
か
っ
た
。
大
領
主
は

代
理
人
に
よ
る
荘
園
支
配
を
行
っ
て
い
た
の
で
、
農
奴
の
反
乱
を
そ
れ
ほ
ど
恐
れ
ず
、
心
は
も
っ
ぱ
ら
百
年
戦
争
に
勝
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
領
土

を
確
保
な
い
し
拡
大
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
下
院
に
代
表
を
送
る
中
小
領
主
だ
け
は
荘
園
を
直
接
に
支
配
し
て
お
り
、
農
奴
の
一
摸
の
再
発
を

非
常
に
恐
れ
た
。
一
摸
の
恐
怖
は
二
一
八
一
年
一
摸
の
あ
と
も
議
会
の
議
事
を
敏
感
に
支
配
し
た
。
以
上
の
よ
う
に
支
配
階
級
の
反
応
は
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
に
よ
り
一
様
で
は
な
か
っ
た
が
、
｜
摸
が
封
建
的
国
家
構
造
に
与
え
た
衝
撃
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
と
タ
ッ
ク
は
述
べ
て
い
る
。

ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
一
摸
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
解
釈
（
三
好
）
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（
田
）

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
一
一
二
八
一
年
の
一
摸
の
反
徒
た
ち
の
第
一
の
要
求
は
農
奴
身
分
の
廃
止
で
あ
っ
た
。
農
奴
身
分
に
付
随

す
る
最
も
い
ま
わ
し
い
義
務
は
賦
役
で
あ
っ
た
か
ら
、
ま
ず
上
記
の
史
料
を
使
っ
て
こ
の
荘
園
に
お
け
る
賦
役
の
施
行
状
況
を
検
討
す
る
こ

こ
れ
ま
で
二
一
一
八
一
年
の
一
摸
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
解
釈
と
そ
の
解
釈
を
引
き
出
す
た
め
の
研
究
の
過
程
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
て
き

た
。
そ
こ
で
当
然
、
私
は
こ
の
一
侯
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
か
を
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
が
来
た
。
実
は
私
は
リ
ッ
キ
ン
グ
ホ
ー

ル
と
い
う
ベ
リ
ー
・
セ
ン
ト
・
エ
ド
モ
ン
ド
修
道
院
領
の
荘
園
の
一
つ
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
修
道

（
幻
）

院
は
一
撲
軍
に
よ
っ
て
か
な
り
ひ
ど
い
攻
撃
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
六
月
十
三
日
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
－
に
率
い
ら
れ
た
一
撲
軍
は
エ
セ
ッ
ク

ス
の
北
部
か
ら
サ
フ
ォ
ー
ク
に
入
り
、
ま
っ
す
ぐ
北
上
し
て
毛
織
物
で
有
名
な
サ
ド
ペ
リ
ー
の
町
を
通
り
、
翌
十
四
日
ペ
リ
ー
の
北
西
約
十
マ

イ
ル
の
ラ
ヶ
ン
ヒ
ー
ス
で
王
座
裁
判
所
長
官
シ
ョ
ン
・
カ
ベ
ン
デ
ィ
シ
ュ
Ｐ
・
ａ
］
・
目
Ｏ
画
く
の
己
三
・
つ
三
の
二
厘
畳
・
富
・
開
室
員
の
団
自
＆
）

の
首
を
は
ね
、
南
下
し
て
、
六
月
十
五
日
、
ミ
ル
デ
ン
ホ
ー
ル
で
、
ペ
リ
ー
の
副
修
道
院
長
を
殺
害
し
、
そ
の
首
を
高
く
掲
げ
て
、
ペ
リ
ー
の

（
妃
）

町
に
侵
入
し
た
。
こ
の
間
の
彼
ら
の
行
動
は
ト
マ
ス
・
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
の
二
つ
の
年
代
記
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
と
も
か
く
一
一
一
一
八
一

年
十
二
月
、
国
王
の
大
赦
が
行
わ
れ
た
と
ぎ
、
そ
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
の
は
、
数
多
く
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
都
市
の
う
ち
、
こ
こ
ベ
リ
ー
の

町
だ
け
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
一
一
一
一
八
六
年
一
月
ま
で
か
か
っ
て
二
千
マ
ー
ク
の
賠
償
金
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
リ
ッ
キ
ン
グ
ホ
ー
ル

（
伯
）

荘
園
か
ら
も
一
撲
に
参
加
し
た
も
の
が
い
た
こ
と
は
、
荘
園
裁
判
記
録
帳
か
ら
知
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
摸
と
関
係
の
深
い
荘
園
で
あ
っ
た
か
ら
、
も
し
一
摸
が
当
時
の
社
会
に
あ
る
程
度
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
な
ん
ら
か
の
変
化
が
荘
園
史
料
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
私
の
調
べ
た
こ
と
を
述
べ
た

い
と
思
う
。
リ
ッ
キ
ン
グ
ホ
ー
ル
と
い
う
荘
園
は
、
幸
い
非
常
に
史
料
の
豊
富
な
荘
園
で
あ
る
。
大
英
図
書
館
が
所
蔵
し
て
い
る
未
刊
行
史
料

（
印
）

（
田
）

に
は
、
百
数
十
年
に
お
よ
ぶ
当
該
荘
園
裁
判
記
録
帳
、
十
四
世
紀
後
半
の
一
連
の
荘
園
〈
云
計
帳
、
十
四
世
紀
と
そ
の
前
後
に
わ
た
る
数
通
の
士

（
塊
）

地
調
査
帳
な
ど
が
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
最
近
の
研
究
は
一
摸
の
原
因
を
い
ち
い
ち
拾
う
の
で
な
く
、
国
家
構
造
全
体
の
破
綻
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

法
政
史
学
第
四
十
五
号

５

一
一
一
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月曜賦役Mondayｗｏｒｋ表１

ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
一
摸
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
解
釈
（
三
好
）

Ⅲ

領主留保
中の賦役
数

Ｈ

賦役売却

数

Ｈ

賦役売却

数

Ⅲ

領主留保
中の賦役
数

年度 賦役実施

数

賦役実施

数

年 度

1364/65

1367/68

1368/69

1369/70

1370/71

1371/72

1372/73

1373/7４
渉
占
き
き
窃
渉
背
き

き
当

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
５
５
３
３
３
３
６
６
０
０
６
６

１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
１
１

1327/28

1332/33

1335/36

1336/37

1337/38

1338/39

1339/40

1340/41

1341/42

1342/43

1343/44

1344/45

1345/46

1347/48

1348/49

1349/50

1350/51

1351/52

1353/54

1354/55

1355/56

1357/58

1358/59

1359/60

1360/61

1361/62

1362/63

1363/6４

88ム

87

41B

6２

６２

６５

８７

９９

７７

７０

占
占

３
０
４
８
５
６
４
７
３
６
０
２
４

１
４
６
４

４
４
１
３
４
７
１
５

１

１
玄
冬
盟
１
画
工
面
１
百
ユ
２
１
蚕
１
百
１
百
１
画

（
ｂ
（
ｂ
〈
０
（
ｂ
〈
ｂ
〈
ｂ
（
ｂ
〈
ｂ
Ｐ
、
Ｆ
Ｄ
Ｆ
Ｄ
Ｆ
Ｄ

１
１
１
▲
己
１
勺
１
勺
１
勺
１
勺
１
勺
１
Ｏ
』
ｏ
】
〈
ｂ
（
ｂ

き
き

３
当
き

ふ
奇

６
０
５
２
５
４
６
３
７
４
１
７
６
９
３
４
４
４
８
４
３
７
７
０
４
４
９
５

１
７
９
３
９
９
２
０
９
７
２
９
５
６
８
２
７
１
１
１
９
０
２
６
６
４
８

１
１

１
１

１
１

１
１
１

１
１

当
身
き
き
き
き
歩
☆
茜
士
含
奇
歩

５
６
２
１
１
８
６
４
７
４
６
６
２
３
７

３
３
８
６
６
５
３
２
３
４

２

1375/76

1381/82

1382/83

1384/85

1385/86

1386/87

1387/88

1388/89

1390/91

1391/92

1392/93

1393/94

1394/95

1395/96

1396/97

1398/99

1399/1400

1400/01

1401/0２

68当

68ム

52凸 6５

１
２
０

８
７

5０

４６

８６奇

８６；

８６翁

８６当

101士

121合

121士

121士

121当

112

29う

８歩

き
き

４
８
５
１
０
０
０
０
０
０
０
０

２
４
２

１
蚕
１
玄
１
蚕
１
百

〈
Ｕ
〈
Ｕ
（
ろ
ｏ
】
ｏ
】
〈
Ｕ

Ｆ
Ｏ
１
▲
勺
１
ｏ
】

ｊ
ｆ
き
き

５
５
９
８
８
８

１
１
１
１

６
３
６
６

１
５
５

０
０
０
０

１
１
１
１

120吉

120当

120吉

120皆74ム

38ム

1349/50年度にはこのほか未徴収１５士．messor

AddRolls63514-63569ほかより作成。

役職の給与40がある。
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図１直営地の播種面積および貸出地面積の変動

Ｔｈｅｓｏｗｎａｃｒｅａｇｅｏｆｔｈｅｄｅｍｅｓｎｅａｎｄｔｈｅａｃｒｅａｇｅｏｆｌｅａｓｅｌａｎｄ 法
政
史
学
第
四
十
五
号

ａ、

300

入、〆､200
播種而枝

100

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

貸１１｣地而ｲﾑ

1０

１
￣１３３０１３４０l350

Add・Rolls6351463569より作成。

1370 13801３６０ 1390 1400

と
に
し
た
い
。
こ
の
荘
園
に
お
い

て
、
賦
役
は
明
ら
か
に
消
滅
す
る

傾
向
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
消
滅
過

程
に
お
い
て
、
賦
役
を
負
担
し
て

い
た
土
地
が
ど
う
な
っ
て
い
く
の

か
、
ま
た
賦
役
で
行
わ
れ
て
い
た

作
業
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
と

い
う
こ
と
を
承
る
こ
と
に
し
よ

う
。表
１
は
月
曜
賦
役
の
施
行
状
況

（
別
）

を
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

荘
園
は
も
と
も
と
あ
ま
り
重
い
賦

役
負
担
の
な
い
荘
園
で
、
唯
一
賦

課
さ
れ
て
い
た
週
賦
役
は
月
曜
賦

役
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
月
曜
賦
役

が
賦
課
さ
れ
た
土
地
が
領
主
の
手

に
留
保
さ
れ
て
い
く
様
子
が
示
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
一
三
四
八
、

四
九
年
の
黒
死
病
以
前
、
賦
役
が

施
行
さ
れ
た
年
度
と
こ
れ
が
貨
幣

で
代
納
さ
れ
た
年
度
と
の
間
に
は

一

四
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こ
の
よ
う
に
一
摸
の
こ
ろ
を
境
と
し
て
、
賦
役
労
働
が
消
滅
し
、
一
犀
用
労
働
が
こ
れ
に
代
っ
て
い
く
様
子
を
み
る
と
、
一
三
八
一
年
の
一
摸

の
意
味
を
無
視
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
一
摸
は
決
し
て
急
に
起
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
原
因
は
長
い
間
積
糸
重
ね
ら

れ
て
き
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
今
日
は
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
荘
園
で
も
賦
役
の
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
や
役
職
へ
の

就
任
拒
否
と
い
う
事
態
が
何
年
に
も
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
｜
摸
に
よ
っ
て
当
該
荘
園
の
諸
状
況
が
変
化
し
た
と
は
い
え
な
い
。

む
し
ろ
社
会
の
内
部
に
成
長
し
て
い
た
変
革
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
時
充
ち
て
噴
出
し
た
の
が
、
八
一
年
の
一
摸
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

は
賦
役
に
一
戻
り
、
ま
坐

取
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一
定
の
関
係
が
な
く
、
そ
の
と
き
ど
き
の
都
合
に
よ
っ
て
労
働
あ
る
い
は
貨
幣
が
納
入
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
黒
死
病
期
に
な
る
と
、
領
主

留
保
中
の
賦
役
数
が
増
加
す
る
。
こ
れ
は
黒
死
病
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
農
奴
の
土
地
が
領
主
の
手
に
返
還
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
そ
の
数

が
次
第
に
増
加
す
る
状
況
が
続
き
、
八
○
年
代
に
入
る
と
そ
の
数
が
急
速
に
増
加
す
る
。
こ
れ
は
賦
役
の
賦
課
さ
れ
た
保
有
地
の
相
続
が
拒
否

さ
れ
、
領
主
の
手
元
に
返
還
さ
れ
た
状
況
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
裁
判
記
録
帳
を
見
る
と
、
相
続
人
が
出
頭

し
な
い
た
め
死
亡
者
の
土
地
が
領
主
の
手
に
回
収
さ
れ
て
い
く
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。
つ
ま
り
こ
の
表
は
、
賦
役
の
賦
課
さ
れ
た
大
部
分
の
土

地
が
領
主
の
手
元
に
回
収
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

で
は
農
民
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
活
を
た
て
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
図
１
は
農
民
に
貸
し
出
さ
れ
た
直
営
地
の
面
積
を
示
し
た
も
の
で
あ

（
弱
）

ろ
。
領
主
直
営
地
の
播
種
面
積
に
は
従
来
と
異
な
る
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
な
い
の
に
、
貸
出
地
面
積
が
一
三
八
一
年
こ
ろ
か
ら
急
に
増
加
す

る
。
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
貸
出
地
面
積
の
増
加
は
、
相
続
さ
れ
ず
、
そ
の
た
め
領
主
の
手
に
回
収
さ
れ
た
従
来
の

農
民
保
有
地
の
増
加
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
荘
園
会
計
帳
は
直
営
地
の
貸
出
を
行
う
た
び
に
、
そ
の
土
地
が
、
あ
と
誰
の
保
有
地
だ
っ
た
か

を
一
つ
一
つ
記
録
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
つ
ま
り
賦
役
の
賦
課
さ
れ
た
士
地
の
相
続
は
敬
遠
さ
れ
、
代
っ
て
領
主
か
ら

あ
る
い
は
近
隣
の
富
農
な
ど
か
ら
貨
幣
地
代
で
借
地
す
る
と
い
う
こ
と
が
一
般
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

次
に
、
賦
役
で
行
わ
れ
て
い
た
直
営
地
の
労
働
は
ど
ｊ
耽
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
２
は
従
来
月
曜
賦
役
で
行
わ
れ
て
い
た
籾
摺
り
作
業
が

八
一
年
以
降
一
雇
用
労
働
に
代
っ
て
い
く
様
子
を
示
し
て
い
る
。
一
一
一
一
八
一
年
度
は
一
部
賦
役
、
一
部
一
雇
用
労
働
だ
っ
た
の
が
、
翌
年
と
翌
を
年

は
賦
役
に
一
戻
り
、
ま
た
賦
役
と
雇
用
労
働
が
併
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
雇
用
労
働
一
本
に
な
る
様
子
が
こ
の
表
か
ら
は
っ
き
り
と
着

ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
一
挨
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
解
釈
（
三
好
）

一

五
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表２脱穀賃銀（含籾摺り作業賃銀）Wagesforthreshingandwinnowing

法
政
史
学
第
四
十
五
号

(1)小麦の脱殻賃銀

DＪ
年

ｄ
３
３
３
３
３
１
ｌ
２
１
玄
１
茸
Ⅱ
青
１
万
‐
’
２
士
１
青
３
１
ｌ
ｚ
４
４
３
ｌ
ｌ
塾

①
凸
⑪
色
⑥
巴
①
凸
⑦
凸
Ｃ
凸
Ｄ
Ｂ
⑥
色
。
△

０
Ｊ

ｄ
９
ｕ
６
胎
鳴
蛤
１
’
４
膀
膀
２
潟
胎
胎
碕
鵬
崎
胎
４

ｄ
鈴
Ⅱ
舂
晧
８
２
，
瑞
皓
鵬
胎
錯
晄
滞
５
１
青
協
船
胎
時

ｕ
４
段
Ｒ
Ｕ
１
云
巨
Ｊ
ワ
Ｊ
４
役
Ｒ
Ｕ
１
菅
１
’
２
４
坐
巨
Ｊ
４
段
刈
缶
Ｑ
Ｊ
１
Ｌ
ｏ
△
１
盲
’
’
２
４
坐

Ｑ
〕

脂
Ｕ

刈
牲

Ｏ
凸
反
Ｕ

Ｔ
Ｌ
ｑ
Ｊ

鴫
１
万
寸
上
１
万
反
Ｊ
Ｏ
Ｊ
▽
Ｊ
１
｜
ヱ
ワ
ー
。
△
⑦
△
１
音
１
青
１
丁
ｏ
』
反
Ｊ
１
青
ｑ
Ｊ
１
Ｌ

脂
Ｕ
Ｅ
Ｊ
Ｑ
Ｊ

ａ
Ｕ

４
段
Ｅ
Ｊ
反
Ｊ

４
缶

ｓ
虹
皿
砠
皿
型
刈
砠
肥
Ⅳ
羽
皿
肥
皿
皿
旧
四
ｍ
皿

・
９
３
４
１
５
０
１
６
４
８
０
８
８
４
２
１
２
１
８

ｓ
３
，
３
２
２
３
３
２
２
２
２
３
２
３
２
３
５
２
２
３

qr、

４４

３６

２７

２４

４８

４０

１８

５３

２４

５９

５１

４３

８１

３５

３６

8８

３１

３９

６０

●

｝
Ⅱ
＆
一
勺
■
■
（
《
叩
夕
巫
】
（
・
民
山
》
一
勺
■
Ⅱ
二
（
刀
へ
四
〉
●
二
ｍ
」
。
（
や
く
■
）
（
・
局
叩
》
（
や
く
四
）
（
、
｜
叩
叩
）
（
ｕ
民
血
）
勺
■
■
（
戸
』
ロ
叩
》
［
》
〃
Ｊ
口
（
珀
矼
■
｝
〉
｜
■
■
ロ
ユ
ム
ロ
ｍ
一
一
（
叩
Ｚ
ｎ
）

（
Ⅱ
）
△
（
⑭
二
ｍ
）
』
，
【
■
Ｕ
・
ロ
ｍ
」
。
（
●
於
叩
）
４
ｍ
」
△
（
ロ
ー
□
｜
）
『
Ⅱ
０
△
一
勺
■
０
△
（
叩
ク
ヱ
】
〈
写
、
叩
）
《
叩
夕
〆
】
（
面
『
四
）
勺
■
■
△
《
宅
く
幻
）
く
む
、
囚
）
（
珀
矼
ロ
ー
）
△
幻
犯
」
。
《
叩
刀
〆
】

1354/55

1355/56

1357/58

1358/59

1359/60

1360/61

1361/62

1362/63

1363/64

1364/65

1367/68

1368/69

1369/70

1370/71

1371/72

1372/73

1373/74

1375/7６

1327/28

1332/33

1335/36

1336/37

1337/38

1338/39

1339/40

1340/41

1341/42

1342/43

1343/44

1344/45

1345/46

1347/48

1348/40

1349/50

1350/51

1351/52

1353/5４

(2)籾摺り作業賃銀*＊年

s、 ．． qr・bus． .． 29days：４s､10..,

29days：４ｓ10..,

labourservice

i6jti

2ｄｐｅｒｄａｙ

２ｄｐｅｒｄａｙ1381/82

1382/83

1384/85

1385/86

1386/87

1387/88

1388/89

1390/9１

士
臆
３
‐
ｌ
２
ｌ
ｌ
ｚ
２
３
了

勺
１
勺
１
９
Ｂ
ｎ
Ｕ
ｑ
Ｊ

Ｉ
－
１
Ｒ
Ｕ
１
ｌ
４
１
ｌ
２
Ｏ
色
。
△
１
了

Ｄ
Ｊ
勺
Ｉ
０
凸

Ｏ
△

６
３
５
８
６
３
１

４
４
２
３
３
４
４

６
６
５
７
９
６
１

５
６
３
４
４
５
５

４
４
４
４
４
４
４

j6j(ｆａｎｄ２ｓ､６．．，

/6j仏ａｎｄ３ｓ､６．．，

i6ﾉﾋﾉＬａｎｄ６ｓ､７．．，
/6城ａｎｄ９ｓ

ｑｒ・ bus、

１３６７

２６３７

１８３１

１９８５告

１４０

１４４１

２２６３

１９９１

１９０３

１５５１

４．.ｐｅｒ５ｑｒ・

ｉ６ｊｔｉ

ｉ６Ｍ

/6ｊｑＬ

1391/9２

1392/9３

1393/9４

1394/9５

1395/9６

1396/9７

1398/99

1399/1400

1400/0１

1401/0２

ｌ
－
ｚ
ｏ
ム
ワ
ー
ハ
缶
ｑ
Ｊ
ｑ
Ｊ
刈
缶
Ａ
缶
句
ｌ
ｑ
Ｊ

４
段 i6jtL

4dper5qr､２bus・
ｉ６ｉｄＬ

/6/ｃＬ

４ｄｐｅｒ５ｑｒ．

/6秘

めｊｔＺ

ｉ６ｊｔｆ

ｉ６ｊｚｆ

/6秘

７
１
７
９
１
１
５
７
４
５

４
６
４
４
４
４
６
５
５
５

６
３
５
３
０
１
６
４
０
７

４
６
４
６
４
３
５
５
３
３

几
缶
３
ｌ
４
３
ｌ
４
３
－
４
Ａ
設
几
詮
川
宝
川
壯
刈
詮
刈
任

。
』
ｑ
Ｊ
Ｑ
Ｊ

５
蹄
、
胎
３
鴻
冷
鵬
蒔
７

一ハ

*脱穀作業はもともと雇用労働によって行われてきた。＊*籾摺り作業は従来賦役労働に
よって行われた。AddRolls63514-63569より作成。
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以
上
の
素
描
は
仮
説
に
す
ぎ
な
い
。
地
域
に
よ
っ
て
自
然
条
件
、
社
会
的
条
件
は
大
き
く
異
な
る
。
一
つ
の
荘
園
の
事
例
を
以
て
一
般
化
を

行
う
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
お
な
じ
地
域
の
領
主
の
異
な
る
荘
園
や
、
あ
る
い
は
一
櫟
と
は
関
係
が
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
地
域
の
荘
園
に

つ
い
て
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
か
否
か
を
、
史
料
に
よ
っ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
初
め
の
問
題
に
帰
っ
て
伺
い
ま
す
が
、
皆
さ
ん
は
一
三
八
一
年
一
摸
を
歴
史
的
に
意
味
の
な
い
事
件
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
、
そ

れ
と
も
イ
ギ
リ
ス
が
中
世
社
会
と
決
別
す
る
一
つ
の
画
期
と
な
っ
た
事
件
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
御
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

註（
１
）
邑
菖
◎
ミ
ミ
ミ
｝
ｎ
ｏ
呑
閂
○
量
こ
の
］
缶
②
（
。
］
四
蟹
・
＆
・
く
・
国
・
の
＆
ず
『
日
呂
（
三
口
口
呂
の
の
（
の
［
》
］
忠
『
）
ご
］
缶
－
き
》
○
ご
】
回
Ｐ
Ｃ
・
》
円
香
⑮
の
忌
貝

用
⑯
三
『
＆
」
四
重
（
○
〆
【
・
具
］
①
。
①
首
の
尋
の
目
・
］
Ｃ
ｓ
）
．
⑭
①
‐
の
①
》
己
・
す
の
・
Ｐ
用
・
国
・
》
円
言
囮
菖
・
ミ
②
．
宛
、
三
二
四
巴
》
（
Ｆ
・
己
・
Ｐ
ご
「
○
）
》

（
２
）
エ
セ
ッ
ク
ス
に
関
す
る
委
員
は
一
一
一
一
八
一
年
、
三
月
十
六
日
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
で
任
命
さ
れ
た
。

（
３
）
ワ
ッ
ト
。
タ
イ
ラ
ー
の
名
前
は
こ
こ
で
初
め
て
出
て
く
る
。

（
４
）
リ
チ
ャ
ー
ド
王
の
叔
父
ジ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
ゴ
ー
ン
ト
の
邸
宅
。
彼
は
当
時
国
王
の
側
近
の
中
で
民
衆
か
ら
最
も
憎
ま
れ
て
い
た
。
幸
い
こ
の
時
か
れ

は
使
節
と
し
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
滞
在
し
て
い
た
。

（
５
）
こ
の
法
は
慣
習
法
遵
守
を
う
た
っ
て
い
る
。

（
６
）
］
・
言
乏
Ｈ
Ｐ
言
の
》
ロ
ロ
『
の
○
二
・
ｍ
田
口
、
【
一
の
巨
後
掲
註
（
〃
）
参
照
。

（
７
）
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
で
は
六
月
十
六
日
、
二
十
六
日
に
、
ま
た
ノ
リ
ッ
ジ
で
は
六
月
十
七
日
に
一
摸
起
る
。

（
８
）
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
は
六
月
十
五
’
十
七
日
に
一
摸
起
る
。

（
９
）
セ
ン
ト
・
オ
ー
ル
パ
ン
ズ
で
は
六
月
十
四
日
、
七
月
十
二
日
に
一
摸
起
る
。

（
皿
）
ピ
Ｔ
タ
ー
パ
ラ
で
は
六
月
十
七
日
に
一
撲
起
る
。

（
、
）
ヨ
ー
ク
で
は
六
月
前
半
に
一
侯
起
る
。
ピ
ー
ヴ
ァ
リ
、
ス
カ
ー
パ
ラ
で
は
六
月
下
旬
、
七
月
上
旬
に
一
侯
起
る
。

（
皿
）
チ
ェ
ス
タ
ー
で
は
七
月
一
一
十
九
日
、
｜
摸
起
る
。

（
Ⅲ
）
ウ
ー
ス
タ
ー
で
は
六
月
初
旬
に
一
摸
起
る
。
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
、
ノ
ー
サ
ン
プ
ト
ン
に
も
一
摸
起
る
。
具
・
幻
・
国
》
国
一
］
８
ニ
ロ
ミ
＆
言
§
。
冒
烏

ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
一
摸
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
解
釈
（
三
好
）

］
回
国
１
］
四
ｍ
。

一

七
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（
巧
）
』
旨
。
ミ
ミ
ミ
ヘ
の
ｏ
》
『
Ｃ
ミ
ニ
Ｑ
］
缶
四
－
ｍ
］
》
の
□
・
す
臣
ご
・
四
・
の
巳
耳
巳
岳
（
三
ｍ
ご
＆
①
の
庁
の
円
》
］
の
画
『
）
・

（
畑
）
目
彦
○
日
口
の
乏
巳
の
宮
口
、
可
四
日
》
画
（
＆
。
ご
Ｑ
』
菖
困
へ
（
日
魯
ロ
）
（
后
「
、
１
］
色
、
）
》
の
ｑ
・
す
］
四
・
月
・
幻
】
』
の
］
》
閃
。
」
』
、
の
①
円
．
（
三
○
・
ｍ
ｍ
②
）
画
く
。
］
の
．
（
Ｆ
ｏ
ｐ
ｑ
Ｃ
Ｐ

］
、
＄
’
三
）
》
丘
の
日
》
Ｏ
否
、
Ｃ
三
８
弓
邑
冨
困
一
目
の
》
の
□
・
己
邑
向
・
言
・
目
昏
○
日
己
の
○
口
》
宛
。
』
］
の
ｍ
の
【
．
（
ｚ
○
・
三
）
（
Ｐ
ｏ
ｐ
ｑ
ｏ
Ｐ
屋
「
←
）
・

（
Ⅳ
）
Ｏ
ミ
○
量
８
琶
帛
｛
ミ
ヨ
ａ
炭
員
因
貢
○
葛
ご
巴
Ｏ
員
（
二
目
）
ミ
§
§
ミ
ト
ミ
尽
鷺
『
§
思
い
）
（
ｑ
・
口
・
田
①
の
）
＆
．
ご
］
・
幻
・
伊
ロ
ロ
］
ご
》
宛
。
］
｝
の
、
の
円
・

（
Ｚ
○
・
℃
四
）
画
く
○
房
。
（
Ｆ
ｏ
ｐ
ｑ
ｏ
Ｐ
届
の
①
－
①
、
）
・

（
岨
）
】
の
■
口
司
Ｈ
Ｂ
ｍ
の
口
円
斤
（
□
。
。
。
］
造
◎
）
》
ｏ
香
、
○
ミ
ロ
窪
⑮
（
邑
○
「
Ｉ
屋
つ
。
）
》
の
△
・
）
ず
］
の
旨
〕
の
。
ｐ
門
巨
、
の
》
の
口
の
８
口
宛
⑪
〕
ロ
ロ
ロ
ロ
》
ロ
ロ
曰
門
の
ｏ
ｐ
Ｐ
ｐ
ｑ
シ
」
ワ
の
尽

三
『
・
庁
》
］
』
ぐ
・
］
の
。
（
８
］
冨
の
）
》
の
。
、
蚕
の
Ｑ
の
屋
宣
・
胃
の
ｑ
の
司
日
ロ
８
（
勺
Ｐ
１
ｍ
房
ｓ
ｌ
旨
頁
○
日
の
の
⑩
）
・
ド
ブ
ソ
ン
は
八
一
年
一
摸
の
取
扱
い

に
お
い
て
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
と
フ
ロ
ワ
サ
ー
ル
の
間
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
は
一
つ
も
な
い
が
、
民
衆
を
軽
蔑
し
て
い
る
点
は
同
一
で
あ
る
と
述
べ
て
、

年
代
記
作
者
の
ｊ
も
つ
階
層
的
社
会
観
を
指
摘
し
て
い
る
。
□
・
す
の
ｏ
Ｐ
ｅ
・
三
・
》
吟
‐
、
．

（
四
）
○
・
二
・
円
【
①
ぐ
の
］
冒
厚
や
少
ｐ
ｐ
ｎ
８
巨
貝
。
【
島
の
己
の
旨
い
。
【
屈
望
》
》
向
・
画
・
閃
・
×
昼
（
屋
の
、
）
》
ｍ
ｓ
－
圏
・
●
・
ｏ
Ｂ
ｐ
ｐ
》
自
吝
⑩
の
『
、
貝
閃
§
＆
（

具
』
四
二
届
の
－
９
ｍ
に
は
そ
の
主
要
部
分
が
英
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
別
）
十
九
世
紀
末
、
ア
ン
ド
レ
・
レ
ヴ
ィ
ー
ュ
は
裁
判
資
料
を
史
料
と
し
て
農
民
一
摸
に
つ
い
て
の
先
駆
的
研
究
を
行
っ
た
。
少
・
康
二
」
』
の
》
ト
、
②
§
’

一
、
烏
冒
⑮
ミ
＆
⑮
②
ご
□
ご
己
』
（
⑩
量
、
吻
只
・
」
邑
困
一
旦
ｓ
『
Ｑ
⑩
菖
］
四
匹
》
ご
○
の
昌
口
Ｂ
Ｃ
Ｅ
⑪
｝
】
己
■
す
］
】
畳
の
□
す
］
ｎ
百
日
』
①
の
句
の
ご
【
－
□
日
日
Ｅ
⑫
（
弔
日
】
の
》
扇
①
、
）
・

裁
判
史
料
の
種
類
お
よ
び
所
在
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
一
一
一
一
八
一
年
の
一
摸
に
つ
い
て
の
史
料
集
で
あ
る
日
冒
辱
園
§
房
》
閃
８
二
（
ミ
．
］
山
匿
》

①
』
・
用
・
因
・
ロ
・
房
・
ロ
収
載
の
史
料
の
典
拠
や
本
稿
末
尾
の
「
文
献
一
覧
」
中
の
幻
・
国
・
国
岸
・
ロ
の
著
作
を
御
参
照
頂
き
た
い
。
残
念
な
こ
と
に
、

膨
大
な
裁
判
史
料
の
大
部
分
は
未
刊
行
で
あ
る
。

（
Ⅲ
）
己
○
す
の
。
Ｐ
Ｃ
Ｃ
・
貝
（
・
》
弔
局
の
［
Ｐ
Ｃ
①
．

（
皿
）
の
．
【
且
の
声
Ｐ
》
の
日
昌
の
叩
ご
岳
の
ｍ
・
ロ
『
、
の
⑭
。
【
岳
の
の
Ｃ
Ｑ
巳
用
の
ぐ
・
］
庁
旨
邑
巴
》
壹
日
』
ミ
ミ
（
の
§
画
時
ど
こ
宛
、
己
⑩
ｇ
》
ぐ
一
一
・
（
］
①
Ｂ
Ｉ
Ｓ
》
）

回
缶
‐
①
、
一
両
・
国
・
司
［
己
の
》
ご
⑮
の
、
、
貝
容
三
（
＆
』
路
」
（
Ｆ
・
己
・
Ｐ
］
の
⑭
］
）
・

（
別
）
Ｏ
具
⑩
ヨ
ユ
ロ
、
○
、
ご
ｎ
エ
ミ
の
員
冗
二
一
回
ご
『
図
ミ
烏
＆
ミ
ニ
Ｑ
、
量
亘
（
。
宛
⑮
８
『
＆
○
．
【
「
｛
目
・
幻
－
８
回
ａ
臣
．
①
ぐ
。
］
、
．
（
屋
ゴ
ー
＠
℃
）
雪
（
Ｆ
ｏ
ｐ
ｑ
ｏ
Ｐ

臣
①
、
‐
】
①
○
℃
）
》
Ｃ
具
⑮
琶
只
ロ
、
＆
●
琴
③
０
へ
Ｃ
馬
冗
。
一
一
の
、
、
図
ミ
烏
＆
ミ
ニ
ｎ
、
量
亘
（
。
宛
Ｑ
８
、
＆
。
．
【
「
（
９
．
両
】
８
■
ａ
目
。
①
ぐ
。
』
の
。
（
Ｆ
ｏ
ｐ
ｑ
ｏ
Ｐ

法
政
史
学
第
四
十
五
号

帛
副
、
、
の
（
田
ｏ
ｐ
ｑ
ｏ
Ｐ
得
①
『
②
）
］
←
Ｃ
ｌ
←
い

（
Ⅲ
）
【
己
の
画
Ｐ
の
。
》
・
の
目
＆
①
の
ご
岳
の
、
○
日
Ｃ
の
の
。
【
三
●
の
。
。
】
ロ
』
用
の
ぐ
・
岸
ご
］
四
ｍ
］
・
》
毎
ミ
ミ
ヘ
ロ
§
函
へ
莨
ミ
》
の
己
記
８
ミ
ニ
ぐ
一
一
・
（
］
Ｃ
Ｂ
１
Ｃ
ｍ
）
）

四
ｍ
』
。
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（
釦
）
目
す
○
Ｈ
○
丘
用
○
ｍ
の
Ｒ
②
》
』
画
（
且
。
こ
○
「
匹
困
己
（
ミ
ミ
『
Ｑ
ロ
ョ
＆
、
菖
息
吻
冒
同
君
随
（
ロ
琶
亘
届
、
①
－
］
「
①
⑭
》
『
ご
○
』
の
．
（
円
。
且
。
Ｐ
］
の
①
①
ｌ
ご
ｓ
）
》
苞
①
貝

の
貴
ｏ
⑮
ヨ
》
←
、
忌
め
。
「
『
「
。
『
岑
吻
口
菖
＆
『
「
ロ
岨
③
切
（
Ｆ
ｏ
ｐ
ｇ
ｏ
Ｐ
骨
、
の
←
）
・

（
Ⅲ
）
乏
匡
同
日
の
目
す
ず
の
。
弓
嵜
⑮
Ｄ
Ｃ
曽
旦
茸
員
ご
苫
己
函
｛
②
（
。
【
ご
○
「
同
苫
困
へ
国
菖
＆
》
い
く
。
］
⑩
．
（
。
×
開
Ｃ
ａ
・
房
『
←
－
『
⑭
）
・

（
釦
）
弓
．
三
・
句
ロ
、
①
》
弓
討
の
同
菖
＆
。
、
「
（
｝
冒
冒
□
ぬ
の
冒
回
菖
困
ミ
ョ
ョ
（
ｚ
・
田
・
》
］
①
ｇ
）
・

（
銘
）
○
・
勺
の
丘
－
□
具
＆
』
］
』
の
》
の
ミ
＆
｛
図
＆
苫
＆
】
ヘ
ミ
図
の
量
、
、
（
⑮
ミ
、
ミ
ロ
穴
苣
ど
の
言
守
宮
・
Ｄ
Ｃ
菖
旦
迂
員
ご
菖
具
四
房
（
。
荒
』
（
三
色
ご
脚
。
■
①
の
庁
①
Ｒ
ご
］
①
］
①
）
・

（
狐
）
国
の
［
島
回
国
・
旧
口
目
回
日
》
弓
言
回
冨
『
ミ
Ｒ
ミ
、
員
・
．
、
三
⑮
の
（
ミ
ミ
。
、
旧
ｓ
Ｃ
ミ
ミ
の
＆
ミ
ミ
囚
二
の
句
ご
旦
□
の
目
島
国
、
『
ｓ
三
の
囚
冒
守
□
目
二
》

/~、／=、

３０２９
、_ノ、_／

（
邪
）
例
え
ば
、
二
〕
」
」
一
目
〕
二
・
円
１
ｍ
・
少
Ｃ
Ｈ
の
四
日
・
【
肖
昌
回
国
口
罠
冒
弓
意
Ｃ
○
一
一
円
（
ミ
ミ
ミ
汀
。
「
ミ
ミ
ご
ミ
ミ
ミ
、
爵
三
岳
閂
ロ
耳
・
言
Ｃ
’

は
。
□
の
亘
三
の
□
：
、
宮
①
Ｒ
三
目
三
・
円
口
の
Ｐ
Ｃ
己
・
Ｐ
ご
旨
）
・
生
地
竹
郎
訳
『
ジ
ョ
ン
・
ボ
ー
ル
の
夢
』
（
未
来
社
、
一
九
七
一
一
一
）
。

］
①
骨
』
－
，
コ
）
や
①
行
の
。

（
皿
）
閃
ミ
ミ
『
西
弓
｛
ご
」
言
、
員
○
『
量
ミ
一
貫
亘
己
旦
茸
（
。
苫
③
吻
亘
亘
自
＆
冒
冒
Ｃ
Ｑ
己
冒
冒
の
員
Ｐ
①
ぐ
。
］
の
．
（
両
の
８
Ｈ
ユ
◎
。
］
】
】
目
一
ｍ
の
一
○
口
》
Ｆ
○
口
ｑ
○
口
》
］
「
⑭
い
）

陣
閂
己
の
〆
ご
◎
」
．
（
］
⑭
缶
）
》
リ
チ
ャ
ー
ド
ニ
世
治
世
は
第
一
一
一
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
一
一
一
一
八
一
年
の
一
摸
に
関
す
る
事
項
は
、
Ｃ
・
す
の
：
．
ｇ
・
畳
・

に
英
訳
さ
れ
て
い
る
。
議
会
制
定
法
令
に
つ
い
て
は
、
の
ミ
謹
言
＆
罫
⑮
閃
ミ
ミ
（
口
○
］
‐
三
②
）
》
＆
・
ご
シ
・
門
＆
の
『
ぬ
の
庁
幽
言
・
臣
ご
・
」
の
．

（
内
の
８
ａ
ｏ
・
日
日
・
》
伊
・
己
・
ロ
》
届
ご
ｌ
図
の
）
》
リ
チ
ャ
ー
ド
ニ
世
治
世
は
第
二
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
坊
）
人
頭
税
徴
収
報
告
書
の
大
部
分
は
未
刊
行
史
料
の
ま
ま
公
文
書
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
全
国
的
な
徴
収
状
況
お
よ
び
エ
セ
ッ
ク
ス
の
徴
収
台
帳

に
つ
い
て
は
、
○
日
四
口
】
。
、
．
＆
『
・
］
ｍ
ｍ
１
］
の
四
一
サ
フ
ォ
ー
ク
に
つ
い
て
は
、
同
。
、
口
円
弓
○
ミ
＆
』
）
円
嵜
Ｑ
宛
一
切
冒
咀
言
向
目
（
」
菖
叱
（
冒
冒
」
四
ｍ
」
ｇ
ミ
ニ

ロ
ョ
白
、
、
§
旦
買
８
ミ
ミ
ミ
苫
哨
こ
の
ｍ
ｓ
小
「
巳
守
ご
＆
｛
Ｉ
（
§
｛
冴
冴
、
ミ
ニ
ミ
ヒ
、
Ｓ
（
Ｏ
目
已
亘
扁
①
の
）
》
そ
の
ほ
か
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
、
ヨ
ー
ク
な
ど

い
く
つ
か
の
都
市
や
州
に
つ
い
て
の
徴
収
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
妬
）
た
と
え
ば
、
功
謹
言
畳
冗
三
・
、
日
向
ミ
ロ
ミ
室
（
８
口
目
言
・
目
の
⑦
『
の
呉
向
日
・
旨
〕
の
貝
・
・
二
ヶ
の
己
・
臣
‐
目
溌
。
こ
い
「
「
四
己
画
庁
の
ロ
Ｂ

：
ｑ
【
岸
の
①
ご
ｇ
ｏ
【
届
「
、
）
．
＆
・
亘
弓
・
Ｈ
ｏ
ｂ
盲
目
．
』
、
ｇ
§
二
・
ｍ
旨
ゴ
ー
．
（
弓
の
、
）
な
ど
が
あ
る
が
、
課
税
の
総
額
を
記
載
す
る
の
糸
で
、
そ
の

徴
収
台
帳
の
詳
細
は
未
だ
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。

（
Ⅳ
）
『
ア
ノ
ニ
マ
ー
ル
年
代
記
」
の
コ
ピ
ー
を
作
っ
た
甸
円
：
９
ｍ
目
三
目
の
は
日
言
の
ミ
息
●
ご
・
『
旧
○
三
・
苫
（
田
婁
］
①
ｇ
）
や
日
言
崖
ミ
ミ
巴
旦

同
旨
巴
§
＆
（
］
＠
日
》
忌
○
、
）
の
著
者
］
○
百
の
庁
。
ご
『
（
囲
い
詔
「
忌
＆
）
の
友
人
で
あ
り
、
ス
ト
ウ
は
そ
の
著
作
の
中
で
八
一
年
一
摸
に
つ
い
て
繰
り
返

ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
一
摸
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
解
釈
（
三
好
）

し
述
べ
て
い
る
。

前
掲
註
（
卯
）
。

一
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の
《
＆
・
・
、
吟
四
－
一
ｍ
・

（
側
）
ご
戸
田
Ｐ
Ｘ
前
月

『
の
ご
○
岸
つ
り
◇
。
④

（
妬
）
］
・
少
・
弓
巨
、
穴
》
三
・
亘
の
ｍ
・
の
○
口
］
日
・
ロ
の
口
己
岳
の
⑦
忌
日
用
の
ぐ
・
］
庁
・
開
］
②
罠
ご
国
】
］
庁
・
ロ
体
少
の
ｇ
Ｐ
ｇ
・
畳
・
》
ご
ト
ー
、
］
四
・
大
貴
族
は
な
ん

と
か
し
て
百
年
戦
争
に
勝
つ
た
め
に
臨
時
税
を
徴
収
し
て
戦
費
を
調
達
し
よ
う
と
し
た
が
、
一
三
八
一
年
十
一
月
以
降
、
翌
年
五
月
、
翌
を
年
一
一
月
と

も
、
下
院
の
反
対
に
よ
っ
て
徴
収
で
き
な
か
っ
た
。
一
摸
に
よ
っ
て
対
仏
戦
の
戦
局
は
変
化
し
た
。

（
〃
）
］
○
百
二
日
急
『
の
》
・
ロ
８
二
ｎ
日
○
ｍ
宛
言
い
墨
の
亘
口
の
自
国
の
。
。
］
①
の
ご
Ｚ
ｏ
Ｈ
【
・
島
・
彼
は
一
摸
終
了
後
、
捕
え
ら
れ
、
国
王
裁
判
所
で
罪
状
審
理

が
行
わ
れ
た
。
そ
の
と
き
の
彼
の
宣
誓
証
一
一
一
一
口
に
つ
い
て
は
、
□
・
す
の
。
ご
》
。
、
．
＆
・
》
屋
②
－
農
参
照
。

（
蛆
）
目
可
○
日
固
の
三
口
］
の
三
口
”
ず
Ｐ
日
】
帛
惠
且
ミ
冒
邑
苫
困
（
（
日
高
ロ
》
目
・
Ｈ
１
←
》
丘
の
曰
》
ｏ
否
『
○
量
８
冒
聾
苫
困
｝
旨
い
⑭
ニ
ー
丘
》
口
（
の
□
ご
□
○
す
の
○
口
》
。
、
．

（
妬
）
三
・
Ｃ
ロ
ロ
ロ
ヨ
ぬ
ぎ
四
日
寧
日
》
の
⑦
、
。
＆
琴
。
、
同
菖
困
忌
吻
香
冒
＆
畠
（
ご
口
菖
＆
ｎ
ｏ
ミ
ミ
ミ
目
（
Ｏ
四
日
す
．
》
＄
ご
》
］
の
庁
①
ロ
ロ
・
］
の
の
口
）
〉
〕
．
⑭
ヨ
ロ
ー
の
．

（
町
）
向
・
口
で
の
。
Ｐ
』
旨
冒
、
。
＆
量
旦
｝
○
琶
ざ
（
意
向
８
召
。
ミ
『
○
ｍ
【
房
（
ミ
ヒ
。
．
「
同
菖
困
一
員
嵩
＆
》
「
岳
の
ユ
Ｐ
い
く
。
』
の
．
（
円
。
＆
。
ご
》
ご
弓
）
》
】
・
＠
四
‐
塵
・

（
銘
）
二
四
］
三
Ｃ
【
』
の
口
○
六
・
日
香
Ｑ
、
。
謹
罠
『
§
ミ
寄
Ｃ
、
員
麓
こ
（
○
莨
○
ａ
》
ご
望
）
》
』
圏
・

（
羽
）
言
・
言
・
弓
○
ｍ
目
Ｐ
円
言
ミ
ミ
忌
己
具
同
８
ミ
ミ
ミ
ロ
ョ
＆
ｍ
Ｃ
ａ
ｎ
ｑ
（
Ｆ
Ｃ
＆
Ｃ
Ｐ
ご
己
）
・
田
・

（
伽
）
Ｃ
○
す
の
○
口
》
○
ｓ
・
同
意
・
》
口
「
１
ｍ
ｍ
。

（
４
）
一
九
九
一
一
年
九
月
、
慶
応
大
学
で
行
っ
た
講
演
両
ロ
、
］
」
呂
三
①
皇
の
ぐ
口
］
石
の
■
⑳
：
庁
宛
］
の
旨
い
、
：
ｇ
夢
の
○
円
の
骨
肉
の
ぐ
・
岸
・
開
届
四
］
雪
・

（
蛆
）
Ｃ
○
ず
の
。
Ｐ
・
目
豈
の
閃
〕
、
旨
、
ご
国
。
【
丙
》
因
の
ぐ
の
【
」
の
『
ロ
ロ
』
の
８
円
す
。
Ｈ
○
口
、
亘
】
⑪
、
○
１
臣
》
ご
日
容
の
同
菖
困
（
（
冬
用
時
冒
困
Ｐ
「
』
葛
」
》
＆
・
す
］
【
・
四
・

四
〕
岸
○
口
ロ
ロ
９
月
・
国
・
少
の
８
口
（
０
回
目
す
．
》
ど
の
』
）
・

（
側
）
向
」
の
ロ
ロ
。
円
の
の
日
］
の
》
、
ミ
房
三
、
ロ
ョ
＆
Ｃ
ｓ
ミ
ョ
ミ
ミ
ご
玲
国
貝
《
（
⑮
』
ど
こ
口
菖
＆
（
汀
ロ
ロ
ミ
（
§
ご
急
ｌ
］
ご
囚
（
弓
ｏ
Ｈ
ｏ
ｐ
８
）
】
①
星
）
》
缶
の
》
山
匿
ｌ
令
・

（
仏
）
国
岸
。
ご
陣
少
の
斤
○
Ｐ
Ｃ
、
．
ｇ
『
・
》
国
葺
○
口
・
の
旧
円
の
益
。
①
》
］
１
ｍ
》

（
妬
）
ｏ
底
ユ
⑩
庁
○
℃
函
の
Ｈ
己
昌
の
Ｈ
》
・
弓
ケ
の
ｍ
ｏ
Ｑ
巳
口
ご
己
同
ｎ
ｏ
己
○
日
】
Ｃ
国
四
Ｃ
丙
、
『
ｏ
ｐ
ｐ
ｇ
行
。
ｇ
の
宛
巨
門
巳
用
①
ぐ
○
岸
。
【
冨
望
・
旨
国
」
］
８
口
庁
シ
⑩
庁
。
ご
・
。
ご
・

。
②
吟
①
ｌ
骨
四
ｍ
①
（
ｚ
・
田
・
》
ご
◎
巴
》
一
四
四
吟
・

（
弱
）
乞
四
向
・
田
の
ぐ
の
耳
目
ニ
ン
・
国
＆
』
四
ａ
．
円
き
口
（
ロ
ニ
ロ
冒
言
・
言
二
の
向
い
§
⑯
駒
旦
暮
③
、
§
。
．
「
「
二
§
言
い
§
（
○
〆
【
・
具
］
の
息
）
》
届
←
》

法
政
史
学
第
四
十
五
号

、
（
『
・
》
の
Ｉ
吟
四
・

■
い
、
。

Ｒ
△
｝
の
ロ
ロ
津
の
Ｈ
ｇ
の
ロ
の
ぐ
』
○
口
の
８
日
（
・
国
の
言
匡
Ｆ
ｐ
ｑ
の
の
ご
く
臣
の
ご
ロ
、
の
・
四
】
の
ケ
の
一
同
三
」
］
］
一
ロ
ョ
ミ
ロ
の
画
」
］
＆
旦
斤
の
円
岳
の

、
の
宮
・
］
四
臣
（
シ
ｑ
９
用
○
》
」
芳
忠
』
＄
》
ｚ
○
・
＄
』
○
ｍ
シ
己
己
の
ご
呂
〆
自
旨
Ｋ
○
六
○
言
ご
○
の
三
一
』
、
念
白
目
員
の
Ｃ
ａ
の
営
冒
向
８
苫
ミ
ミ
ロ

￣

￣

○
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史
料
（
年
代
記
）
一
覧

』
冨
○
ミ
ミ
ミ
｛
Ｑ
Ｃ
ｓ
『
○
ミ
ミ
⑮
］
麓
』
１
ｍ
』
》
①
Ｑ
・
す
『
ご
・
国
・
の
口
］
亘
臼
岳
（
二
回
□
＆
①
の
庁
①
Ｈ
》
］
旨
『
）
Ｈ
の
己
．
］
の
「
◎
》
・

田
Ｈ
・
冨
日
庁
》
ｓ
『
・
量
冒
Ｑ
号
嵜
§
（
届
ｓ
１
崖
Ｓ
）
》
の
１
．
耳
の
言
の
・
口
巨
Ｏ
の
》
の
胃
庁
・
ロ
蚕
百
四
三
四
己
斥
・
ロ
回
己
ど
ず
の
耳
二
言
庁
》
屋
ご
・
］
の
．

（
の
○
口
の
庁
の
□
の
』
ざ
】
の
（
○
冑
の
Ｑ
の
同
Ｈ
ｐ
ｐ
Ｏ
の
》
勺
回
己
の
①
）
得
、
の
①
画
ロ
ー
】
□
ご
Ｈ
ｏ
ｍ
Ｒ
の
⑪
の
）
》
句
門
。
】
の
⑩
ｐ
Ｈ
汁
》
ｎ
ヶ
Ｈ
○
口
』
巳
①
、
〕
の
①
］
の
Ｃ
庁
の
ユ
》
（
Ｈ
Ｐ
ｐ
ｍ
」
四
斤
の
ｇ
四
口
ｑ
①
』
・

す
】
の
。
国
円
の
爲
貝
○
口
（
弔
①
ロ
、
巳
口
の
ｑ
・
》
房
①
＠
ｍ
）
。

ｏ
香
『
○
琶
片
○
冨
帛
閂
の
苫
己
巳
帛
【
言
｛
困
香
（
○
菖
己
⑮
（
Ｃ
苫
（
丘
ｓ
ｏ
ヨ
ミ
○
菖
口
（
》
（
ｈ
へ
ご
目
且
『
⑮
言
い
時
（
Ｈ
○
①
①
ｌ
桿
四
①
、
）
］
回
っ
丙
桿
⑭
①
①
－
『
「
）
〕
の
ｑ
・
ず
『
］
・
用
・
門
巨
目
］
す
『
》
閃
。
］
」
の

ｍ
の
円
・
画
く
○
后
。
（
Ｐ
ｏ
ｐ
ｑ
ｏ
Ｐ
］
、
、
①
Ｉ
①
、
）
・

日
ケ
○
日
口
印
ご
巳
の
三
口
ぬ
ぽ
四
日
》
出
厨
ご
菖
員
邑
苫
随
一
｛
日
魯
ロ
（
眉
目
１
］
色
口
）
豆
の
Ｑ
・
ず
昌
国
・
弓
・
甸
一
」
の
〕
》
宛
。
］
』
の
ｍ
の
Ｈ
・
画
く
。
］
の
．
（
Ｆ
○
口
四
○
Ｐ
］
の
缶
１
二
）
・

丘
の
日
》
ｎ
ｓ
『
Ｃ
電
（
８
冨
邑
菖
困
一
言
の
（
届
、
、
１
ｍ
ｍ
）
＆
量
旦
○
馬
冒
○
菖
冒
琴
Ｃ
Ｑ
量
○
菖
包
員
ミ
の
白
曽
。
ご
崔
写
ロ
ョ
（
》
の
Ｑ
・
ず
］
向
・
富
・
弓
琶
○
口
〕
で
の
○
ら
・
用
。
］
」
の
、
①
Ｈ
・

（
Ｐ
ｏ
ｐ
Ｑ
ｏ
ｐ
。
］
、
『
』
）
。

ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
一
摸
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
解
釈
（
三
好
）

Ｓ
§
賄
囚
』
切
員
ご
写
ミ
ミ
ミ
］
弓
の
－
匡
曽
（
弓
○
百
・
》
ど
の
］
）
拙
著
『
イ
ギ
リ
ス
中
世
村
落
の
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
）
、

器
シ
９
ｓ
は
。
□
昌
用
○
屋
ご
因
己
ロ
の
面
旧
」
ウ
汽
貝
『
・

（
別
）
６
．
日
庁
Ｈ
・
］
』
の
。
［
岳
の
白
目
日
・
【
頭
。
嵐
ロ
、
言
」
庁
］
ロ
ヨ
ー
ヨ
Ｐ
臣
ぐ
・
』
の
．
少
量
・
記
・
』
』
の
①
題
『
、
－
＄
の
）
］
、
『
や
］
筐
、
》
①
い
く
。
』
⑭
．
シ
＆
・
詞
・
』
」
の

①
四
＄
①
１
』
①
四
》
］
だ
四
１
］
、
四
℃
》
①
ぐ
。
］
の
。
シ
ユ
Ｑ
・
幻
。
」
」
の
＄
乞
い
１
ｍ
已
筥
＄
①
１
］
の
◎
］
・
の
ぐ
。
」
の
。
シ
ニ
ユ
．
宛
。
］
房
⑦
＄
Ｂ
Ｉ
ｍ
Ｃ
ｍ
一
口
四
日
①
ご
日
。
、
〔
。
［
昼
の
日

ｎ
ｏ
ぐ
の
円
の
］
口
『
の
１
Ｈ
』
得
、
・
○
口
の
ぐ
。
旨
日
の
厨
す
。
■
ご
Ｑ
の
ｇ
【
○
円
○
口
の
。
Ｈ
ゴ
ミ
。
】
①
口
円
の
．

（
Ⅲ
）
シ
Ｃ
８
Ｅ
ｐ
庁
円
。
』
』
の
。
、
岳
の
日
Ｐ
ｐ
ｏ
爲
○
【
用
－
，
戸
日
、
面
＆
庁
【
。
Ｒ
岳
の
臣
の
閂
の
。
、
］
山
国
『
》
］
②
旨
》
］
四
ｍ
ｍ
Ｉ
崖
伴
い
ご
圧
ぐ
。
］
の
．
シ
ロ
ロ
・
閃
。
］
」
の
ｓ
医
Ｐ

の
④
』
』
ｐ
①
②
切
桿
』
１
ｍ
「
『
》
○
口
の
ぐ
。
』
ｐ
Ｈ
ロ
の
】
の
【
Ｃ
Ｒ
Ｃ
ロ
①
］
の
ｐ
Ｈ
・

（
皿
）
の
ｐ
Ｈ
「
の
】
の
。
【
ｇ
の
白
い
ロ
○
吋
。
【
用
】
ｎ
画
口
”
ず
巳
庁
向
〆
庁
の
貝
の
》
Ｃ
Ｅ
の
庁
日
ロ
巳
の
の
回
ご
Ｑ
宛
の
貝
巳
の
》
扁
○
Ｈ
庁
彦
の
》
．
①
日
の
。
【
］
四
ｍ
の
）
得
②
］
言
）
』
四
ｍ
『
）

］
吟
②
『
・
○
庁
豈
の
Ｈ
Ｒ
巳
の
Ｏ
の
臣
四
口
①
ｏ
Ｐ
ｍ
ｑ
ｏ
Ｃ
巨
日
①
ロ
庁
の
ロ
Ｒ
①
ロ
。
〔
円
の
ｍ
の
円
の
９
ヶ
の
『
の
。

（
閲
）
マ
イ
ル
・
エ
ン
ド
お
よ
び
ス
ミ
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
反
徒
が
王
に
示
し
た
要
求
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
稿
、
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

（
里
）
前
掲
拙
著
、
一
七
六
、
表
二
八
。

（
弱
）
前
掲
拙
著
、
一
八
二
、
図
五
。

（
開
）
前
掲
拙
著
、
一
四
四
’
四
五
、
表
二
五
。
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法
政
史
学
第
四
十
五
号

第
二
次
大
戦
後
の
研
究
文
献
一
覧
（
刊
行
年
代
順
）

国
言
二
三
冨
二
ミ
ニ
己
書
二
薑
二
三
（
旨
昌
］
雲
田
中
浩
・
武
居
良
明
訳
『
イ
ギ
リ
ス
農
民
戦
争
’

二
一
八
一
年
の
農
民
一
摸
Ｉ
』
（
未
来
社
二
九
六
一
）
・

三
○
丘
の
：
丙
》
言
Ｐ
］
・
目
香
⑮
、
○
曇
ミ
馬
ミ
寄
ｏ
⑮
ミ
量
こ
》
田
ｓ
１
①
の
（
○
〆
【
。
ａ
》
］
の
、
の
）
・

□
○
す
の
。
ご
ご
用
・
因
・
》
の
□
・
円
ｓ
⑮
串
〕
両
日
ロ
員
吻
・
丙
ミ
ニ
（
○
、
］
四
筐
（
Ｆ
ｏ
ｐ
Ｑ
Ｃ
Ｐ
］
①
『
○
）
・

田
○
口
日
巳
ロ
・
の
巨
邑
》
目
吝
⑮
」
菖
貝
○
言
ご
○
、
、
Ｃ
、
ミ
ロ
、
閃
＆
具
｝
ご
冨
冒
二
⑮
．
ミ
ミ
ミ
の
』
困
図
（
シ
日
の
（
の
ａ
目
】
》
ご
「
の
》
自
国
ロ
の
旨
丘
○
口
。
【
伊
田

②
。
竃
忌
己
ミ
ヨ
⑮
葛
＆
い
、
。
、
震
一
国
（
『
⑮
匂
負
置
冒
Ｃ
」
の
旨
口
困
の
い
ご
ロ
ワ
辱
め
宮
の
Ｑ
』
巨
石
回
国
の
》
閂
①
「
四
）
・

勺
○
の
目
Ｐ
二
・
二
・
》
目
呑
の
豈
宕
＆
『
⑯
己
己
向
８
苫
○
ミ
ピ
ロ
苫
包
め
○
亘
⑮
ご
妨
匹
旨
同
８
苫
ミ
ミ
同
垣
『
且
。
こ
○
「
団
互
（
ミ
ョ
盲
（
言
ミ
ミ
ミ
⑮
聾
、
図
（
Ｐ
ｏ
ｐ
△
○
口
》

ご
召
）
・
保
坂
栄
一
・
佐
藤
伊
久
男
訳
『
中
世
の
経
済
と
社
会
』
（
未
来
社
、
一
九
八
一
一
一
）
。

己
の
日
》
同
園
こ
い
冒
三
、
＆
忌
己
具
』
ぬ
豆
、
ミ
ミ
、
Ｑ
Ｑ
罰
＆
⑦
ミ
ミ
ミ
も
、
Ｃ
ミ
ミ
ョ
②
。
『
二
Ｑ
三
吋
ミ
ミ
ミ
ロ
８
苫
○
ミ
ヒ
（
○
目
】
ず
．
》
ご
「
⑭
）
・

国
の
ロ
〕
》
与
昏
＆
（
§
具
目
、
ロ
ａ
⑮
ロ
ョ
＆
、
冒
国
旨
目
（
○
四
日
す
．
》
ご
『
②
）
・

西
岸
。
Ｐ
【
・
国
・
・
国
○
旨
只
学
宕
菖
学
冒
＆
⑮
、
高
角
当
昏
曼
８
已
帛
Ｕ
ｇ
旨
貰
弓
弓
烏
冒
⑮
ミ
②
白
菖
旦
暮
⑯
向
菖
困
一
（
墨
冗
時
営
困
○
、
］
誼
』
（
Ｐ
。
且
。
Ｐ
】
①
ヨ
）
・

国
の
ロ
】
ご
司
香
の
向
菖
凪
一
時
香
帛
〕
、
：
ロ
ミ
ミ
冒
忌
⑱
ド
ミ
ミ
●
ミ
ミ
＆
亘
邑
賄
図
（
○
〆
【
・
ａ
》
ご
『
、
）
・

の
①
日
』
の
ご
国
の
四
口
○
円
】
ド
ミ
旦
暮
（
、
Ｑ
毬
旦
ｏ
Ｃ
ミ
ミ
窪
ミ
ミ
恥
団
員
（
（
の
坐
ご
逗
国
試
昼
｛
冴
国
ロ
ミ
（
§
ご
ロ
ロ
ー
』
鼬
、
（
弓
ｏ
Ｈ
ｏ
ｐ
８
》
ｎ
口
□
且
ロ
》
］
①
三
）
・

出
口
『
ぐ
の
］
ご
団
胃
ワ
ロ
『
口
）
「
『
●
図
（
》
ミ
ヨ
且
９
匹
ど
こ
ロ
ョ
＆
（
苫
同
尽
日
園
ミ
ニ
⑩
』
［
ミ
ミ
、
』
困
図
（
ｏ
ｘ
ｍ
ｏ
ａ
》
ご
「
①
）
・

雪
の
す
ず
の
Ｒ
・
河
。
□
巴
９
円
言
帛
Ｕ
昌
目
ミ
②
。
閃
き
巳
房
二
⑮
【
［
、
司
冴
冒
困
冒
困
Ｑ
ミ
苞
回
目
§
》
同
日
（
』
苫
困
一
昔
ロ
苫
＆
旧
Ｃ
苫
＆
。
苫
営
］
四
の
］
只
量
『
冒
悶
二
⑮

閃
⑯
荷
嵩
。
、
宍
営
困
記
『
ニ
ロ
ミ
冨
Ｐ
ｐ
ぐ
の
昌
目
】
》
の
具
【
・
」
【
）
ご
ｍ
ｅ
・

司
『
『
Ｑ
の
豆
向
・
因
・
》
弓
岑
、
⑦
、
⑮
貝
用
§
○
一
（
。
、
］
山
の
］
（
Ｐ
Ｃ
ロ
ユ
。
Ｐ
ご
巴
）
・

国
の
曰
》
・
弔
日
屋
凹
曰
の
ロ
［
ロ
ロ
ロ
島
の
勺
①
回
印
凹
貝
⑪
。
宛
の
く
。
］
庁
。
【
届
の
］
ご
】
口
三
い
め
『
量
＆
（
図
言
』
寄
巳
｛
ミ
ミ
目
、
口
只
⑯
ロ
ョ
＆
可
冒
自
菖
：
（
門
ｏ
ｐ
ｑ
ｏ
Ｐ
］
①
田
）
・

つ
ぃ
円
匡
『
ず
ロ
、
の
□
。
□
岳
の
】
貝
『
Ｃ
Ｑ
■
○
回
○
口
目
岳
の
国
ロ
△
陣
Ｒ
の
ぐ
・
の
ｑ
ロ
・
○
【
０
．
○
コ
］
口
□
け
弓
岑
の
⑦
『
⑤
貝
罰
ミ
ニ
》
○
「
］
』
』
』
（
○
〆
【
○
三
》
］
①
ｓ
）
・

言
『
『
・
Ｐ
Ｃ
日
・
］
旨
の
》
客
三
三
葛
ｈ
・
ミ
ミ
ニ
』
二
ｓ
三
寄
冒
蔦
》
」
葛
』
（
Ｐ
・
己
・
Ｐ
ど
の
］
）
．

帛
岑
）
ご
同
岑
、
○
菖
『
の
。
巷
用
ロ
琶
員
、
（
帛
患
、
＆
、
曽
言
○
苫
自
ら
寄
（
ｏ
の
旦
忌
苫
こ
い
ご
く
。
］
の
。
」
－
】
】
・
の
Ｑ
・
す
ご
ｎ
ヶ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
声
皀
因
口
亘
ロ
、
（
。
ご
》
く
。
］
⑩
・
三
１
】
×
》
の
１
．
ウ
］
］
・
幻
・

Ｐ
巨
日
す
】
》
用
。
」
』
の
ｍ
の
『
。
①
ぐ
。
］
の
。
（
Ｆ
ｏ
ｐ
Ｑ
ｏ
Ｐ
］
の
①
、
－
ｍ
①
）
。

￣

￣

￣

￣
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二
、
梢
Ｕ
冒
目
ミ
由
・
容
己
ミ
ニ
邑
画
ミ
ミ
ミ
号
量
忌
』
差
」
》
（
言
宛
三
億
国
員
言
国
：
菌
『
ミ
ミ
＆
．
シ
の
百
〕
□
・
の
盲
目
》
旨
。
」
已
日
、
岳
の
（
日
ロ
の
］
畳
・
ロ

。
開
〔
庁
の
国
の
円
罠
ｏ
Ｒ
Ｑ
の
①
の
は
○
口
の
。
冷
肉
①
ぐ
一
屋
の
㎡
【
四
日
○
口
の
回
ご
△
】
日
ロ
。
【
（
四
日
ゴ
。
［
丙
（
国
の
ｎ
厘
ｏ
Ｒ
ｑ
の
三
円
の
勺
ロ
ワ
」
一
，
四
は
○
口
の
》
］
①
の
］
）
・

三
好
洋
子
『
イ
ギ
リ
ス
中
世
村
落
の
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
）
。

国
菖
ｓ
Ｐ
局
・
国
・
ロ
ロ
ロ
ン
の
８
口
》
日
・
》
の
９
ｍ
・
》
日
弓
⑮
両
冨
咀
一
房
岑
閃
時
曽
困
Ｐ
「
」
葛
］
（
、
四
口
】
す
．
＄
、
』
）
・
目
匠
の
門
。
］
］
○
葛
甘
、
で
仰
己
①
Ｈ
の
日
①
旨
庁
宣
の
す
。
○
丙

６
ヶ
口
の
庁
。
ご
可
の
Ｒ
Ｃ
量
の
【
》
）
弓
汀
の
の
Ｃ
Ｑ
口
］
凹
口
旦
両
ｎ
ｏ
ｐ
ｏ
ｐ
］
】
ｎ
国
ロ
、
丙
ｍ
Ｒ
ｏ
巨
口
ｑ
８
ｇ
の
届
巨
同
巳
閃
の
ぐ
○
戸
。
【
桿
四
の
得
》
一
両
○
の
四
日
。
□
旦
甸
巳
昌
》
ご
目
匠
①
○
局
の
日

用
巨
口
］
◎
巨
局
。
【
Ｈ
⑭
『
「
回
ご
ｑ
勺
の
口
の
四
目
丘
の
。
』
○
ｍ
『
ご
》
シ
・
句
・
因
巨
斤
Ｃ
彦
の
【
・
自
己
、
］
〕
の
ざ
ｐ
Ｈ
す
ぃ
ｐ
ｍ
ｏ
Ｑ
の
庁
『
ロ
ロ
ロ
岳
の
用
の
ぐ
。
］
（
○
開
］
②
望
》
）
幻
・
国
・
己
○
す
の
○
口
》

》
目
豈
の
用
」
の
ご
ｍ
自
国
。
【
穴
）
因
①
ぐ
の
こ
の
昌
口
ｐ
ｇ
ｍ
ｎ
ｐ
Ｈ
す
。
Ｈ
○
口
、
匠
》
骨
②
の
○
１
］
⑪
巴
ご
》
シ
］
ｐ
ご
国
口
Ｈ
ｓ
ｐ
ｍ
》
・
弓
匠
の
用
の
ぐ
○
戸
ｍ
ｍ
Ｂ
ｐ
の
庁
＆
の
】
巨
の
丘
、
①
の
ご
》
】
・
少
・

目
巨
Ｏ
丙
》
ご
ｚ
○
ロ
①
の
》
○
○
口
］
日
○
口
の
ロ
ロ
ロ
の
円
の
自
記
の
ぐ
。
］
庁
。
【
閂
四
の
罠
・

○
ヶ
日
］
①
の
宅
○
巳
印
の
ご
》
司
寄
⑩
回
菖
岨
』
爵
寄
冗
＆
⑤
【
②
（
門
。
ご
△
○
口
》
ど
の
』
）
・

因
】
岸
。
ご
》
用
・
国
・
】
ｏ
一
目
駒
ｎ
ｏ
君
、
（
（
ａ
口
琶
＆
こ
の
Ｃ
菖
凰
の
○
、
、
、
量
亘
己
時
冒
叱
回
路
Ｐ
冨
冒
】
唇
ミ
ミ
ミ
功
Ｃ
ａ
具
帛
患
旦
○
ミ
Ｐ
ｏ
ｐ
ｑ
ｏ
ｐ
）
ど
の
ロ
）
・

赤
沢
計
眞
「
ワ
ッ
ト
・
ク
イ
ラ
ー
の
一
摸
に
お
け
る
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
グ
リ
ァ
の
動
向
’
’
三
八
一
年
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
｜
摸
の
地
域
史
的
分
析
ｌ
」

日
本
史
研
究
会
・
歴
史
学
研
究
会
編
『
山
城
国
一
摸
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
）
、
一
三
七
’
一
五
八
。

シ
ｍ
８
Ｐ
目
・
国
・
》
の
ユ
・
》
ｈ
ロ
ョ
ミ
。
『
＆
回
）
、
両
日
ロ
ミ
吻
口
嵩
旦
、
巳
。
『
＆
宮
』
奇
ミ
ミ
ミ
ロ
芭
困
｝
ロ
苫
＆
（
ｎ
回
目
す
。
》
ご
ｍ
「
）
．

ワ
ッ
ト
・
タ
イ
ラ
ー
の
一
模
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
解
釈
（
三
好
）

一

一

一

一

￣
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